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議事日程 平成26年12月１日 午前９時30分開会（開議） 

   日程第１  追加議案上程 提案理由の大要説明 

         （議案第73号）（議案第74号） 

   日程第２  議案審議 

         議案第73号 平成26年度上峰町一般会計補正予算（第６号） 

   日程第３  討論・採決 

   日程第４  一般質問（町行政事務全般について） 

第４回定例会一般質問順位及び質問事項 

順位 議 員 名 質  問  事  項 

１ ４番 碇  勝 征 
１．財政運営の取り組みは 

２．要望等の取り組みは 

２ ２番 寺 﨑 太 彦 １．行政改革について 

３ ８番 大 川 隆 城 

１．切通交差点改良事業の進捗状況は 

２．坊所城島線の歩道整備に関する進捗状況は 

３．県道の地盤改良に係る振動調査の結果は 

４．改正地方教育行政法の新年度施行にむけて 

５．駐屯地ヘリ隊移設に関しての説明等はあったのか 

４ ３番 橋 本 重 雄 
１．健康づくり・体力づくりに温水プールの建設を 

２．合併について 

 

午前９時29分 開議 

○議長（中山五雄君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は10名でございます。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

      日程第１ 追加議案上程 提案理由の大要説明 

○議長（中山五雄君） 

 日程第１．追加議案上程、提案理由の大要説明。 

 追加議案上程、提案理由の大要説明を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 



 追加議案の提案をさせていただきます。 

 議案第73号 平成26年度上峰町一般会計補正予算（第６号） 

 11月21日に衆議院が解散され、12月14日投開票での第47回衆議院議員総選挙及び第23回最

高裁判所裁判官国民審査が執行されることとなりました。また、古川佐賀県知事の辞職に伴

い、来年１月11日投開票での佐賀県知事選挙も執行されることになりました。したがいまし

て、両選挙及び国民審査の執行に必要な予算を今議会に上程するものでございます。 

 平成26年度上峰町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,124千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ3,952,098千円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年12月１日提出、上峰町長武廣勇平。 

 後ほど主管課長より補足説明いたします。 

 続きまして、議案第74号 上峰町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成26年11月19日に交付されました。これによ

り、本町国民健康保険条例を改正する必要があり、施行期日が平成27年１月１日となってお

りますので、今議会に上程するものでございます。 

 平成26年12月１日提出、上峰町長武廣勇平。 

 後ほど主管課長より補足説明をいたします。 

 以上、２議案を追加して提案させていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

○議長（中山五雄君） 

 ただいま町長より２議案が追加上程されました。これより補足説明を求めます。補足説明

はありませんか。 

○企画課長（髙島浩介君） 

 皆様おはようございます。私のほうからは、議案第73号 平成26年度上峰町一般会計補正

予算（第６号）につきまして補足説明をさせていただきます。 

 この補正予算につきましては、衆議院議員総選挙及び国民審査及び佐賀県知事選挙に伴い

ます補正予算でございます。 

 それでは、予算書の準備のほうをお願いいたします。 

 初めに、補正総額でございますが、予算書の２ページ、「第１表歳入歳出予算補正」のほ

うをお願いいたします。 

 まず、歳入のほうでございます。左から、款、補正額、計の順に読み上げさせていただき



ます。 

 款13．国庫支出金、補正額8,752千円、計の458,956千円、款15．県支出金、補正額8,372

千円、計の291,764千円、歳入合計といたしまして、補正額17,124千円、計の3,952,098千円。 

 続きまして、３ページのほう、歳出に入らせていただきます。 

 款２．総務費、補正額17,124千円、計の547,079千円。歳出合計、補正額17,124千円、計

の3,952,098千円というふうになっております。 

 それでは、主な補正内容のほうについて御説明をさせていただきます。 

 補正予算に関する説明書、３ページのほうをお願いいたします。 

 ２の歳入でございます。款13．国庫支出金、項３．国庫委託金、目１．総務費委託金、節

２．衆議院議員選挙委託金8,752千円。こちらは衆議院議員選挙実施に伴います国からの委

託金となっております。 

 その下のほうになりますが、款15．県支出金、項３．県委託金、目１．総務費委託金、節

５．県知事県議選挙委託金8,372千円、こちらは県知事選挙実施に伴います県からの委託金

というふうになっております。 

 続きまして、歳出のほうでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 款２．総務費、項４．選挙費、目４．県知事県議選挙費8,372千円。 

 下になりまして、同じく目５．衆議院議員選挙費8,752千円、こちらの歳出のほうにつき

ましては、先ほど歳入のほうで御説明いたしました県知事県議選挙委託金及び衆議院議員選

挙委託金のほうを全額こちらのほうに選挙費として充当するものでございます。 

 以上で、議案第73号の補足説明のほうを終わらせていただきます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（中山五雄君） 

 ほかに補足説明はありませんか。 

○健康福祉課長（岡 義行君） 

 おはようございます。私のほうから、議案第74号 上峰町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の補足説明をさせていただきます。 

 この条例は、健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成26年11月19日に公布されたこ

とに伴う改正でございます。 

 改正内容としましては、出産費用の増加等を勘案し、390千円を404千円に引き上げ、産科

医療補償制度掛金が１分娩当たり30千円から16千円に引き下げられることになり、総額的に

は現在と変更がなく、420千円の支給でございます。 

 それでは、上峰町国民健康保険条例新旧対照表をごらんください。 

 第７条中の現行、「出産育児一時金として39万円を支給する。」を、改正後、「出産育児



一時金として40万４千円を支給する。」に改めるものでございます。 

 なお、お手持ちの資料の上峰町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則の第２条

の加算を「３万円」から「１万６千円」に改め、出産育児一時金の総額は改正後も420千円

を維持する改正でございます。 

 附則で、施行期日を平成27年１月１日から施行するということで、経過措置として、施行

日前に出産した被保険者の出産育児一時金の額については、従前の例によるというものにし

ております。 

 以上で議案第74号の補足説明を終わります。御審議くださるようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中山五雄君） 

 ほかに補足説明があれば、求めます。ありませんか。 

 ないようですので、これで補足説明を終わります。 

 以上で提案理由の説明が終わりました。 

      日程第２ 議案第73号 

○議長（中山五雄君） 

 日程第２．議案審議。 

 議案第73号 平成26年度上峰町一般会計補正予算（第６号）、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 ないようですので、議案第73号の質疑を終結いたします。 

      日程第３ 討論・採決 

○議長（中山五雄君） 

 日程第３．討論・採決。 

 議案第73号 平成26年度上峰町一般会計補正予算（第６号）の討論に入ります。討論はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第73号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 



      日程第４ 一般質問 

○議長（中山五雄君） 

 日程第４．一般質問。 

 これより一般質問を行います。 

 通告順のとおり、４番碇勝征君よりお願いいたします。 

○４番（碇 勝征君） 

 皆さんおはようございます。４番碇勝征でございます。 

 本年最後の本会議、定例会であります。2014年も異常気象による天地災害が発生をいたし

ました。まさに我が国は火山列島ということでございます。広島の土砂災害、御嶽山の火山

噴火災害と、とうとい多くの人命が亡くなられました。さらに、東日本大震災による、いま

だに避難生活、ふるさとを離れて生活を強いられておられます皆様方へそれぞれ心よりお悔

やみとお見舞いを申し上げます。 

 それでは、通告順に従いまして一般質問を申し上げます。 

 まず、財政運営の取り組みについてということでのお尋ねでございます。 

 １つ目に、町債、いわゆる借金の償還返済計画及び過去10年分の経過と、それに、今後10

年間の返済計画ということでございます。 

 これにつきましては、資料をいただいておりますので、ポイントだけの御説明で結構かと

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ２番目の基金の経緯ということにつきましても、10年分ということで、これにつきまして

も資料をいただいておりますので、ポイント的に説明をお願い申し上げます。 

 ２つ目に、私、現在まで要望等の取り扱いにつきましてはいろいろ申し上げてまいりまし

た。大半は要望に対応していただいたということで御礼を申し上げるところでございますけ

れども、６点ほどまだ残っておるようでございますので、それらをお尋ねしていきたいとい

うふうに思います。 

 まず１つ目に、町道整備ということで、これはもう請願をいたしておりました、いわゆる

坊所・三上「変則五差路」の関係でございますので、この件につきましてお尋ねしたい。 

 ２つ目に、交通安全の事故防止策ということで、これは直近にも事故が発生しております、

いわゆる坊所南北線と県道神埼北茂安線の交差する箇所でございまして、これの構造物が、

いわゆるフェンスでございますけれども、何か原因の一つになっているんじゃなかろうかと

いうことでございますので、ここら付近をお尋ねしていきたいと思います。 

 次に、町道の側溝ふたの対策ということでございます。これにつきましても、かねてお尋

ねをしてまいっております。箇所につきましては、町道下津毛三田川線なり、町道下津毛井

手口北住宅線付近の事柄でございます。 

 次に、町内の公共施設のトイレ洋式化ということで、現在、和式でございますけれども、



洋式化ということでのお尋ねをしてまいっておりますので、ここら付近の経緯をお尋ねした

いと思います。 

 それから、職員定数条例の見直しということにつきましても、これも以前からお尋ねをし

ておりますし、いわゆる現状と近い将来を見据えての定数条例の取り扱いはどうかというこ

とをお尋ねしたいと思います。 

 最後に、環境美化啓蒙ということで、これにつきましても、行政報告は、ちょっと読ませ

てもらいました。そこら付近を含めてお尋ねしていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中山五雄君） 

 それでは、大きな１点目、財政運営の取り組みは。その中の１点目、町債（借金）償還

（返済）計画及び過去10年分の経緯はということで執行部の答弁を求めます。 

○企画課長（髙島浩介君） 

 ただいまの碇議員の御質問の質問事項１、財政運営の取り組みは。質問要旨１、町債（借

金）償還（返済）計画及び過去10年分の経緯はということについての御質問にお答えをいた

します。 

 お手元のほうに資料が配られているかと思いますが、まず、町債の償還計画、こちらのほ

うでございますが、碇議員12月議会定例議会一般質問資料（償還計画）ということでお出し

をしております。 

 初めにですが、この資料につきましては、10年間の返済計画ということでお出しをしてお

りますが、平成26年10月31日現在までの借り入れ分ということで、今後の起債については予

測ができないということで、現状の起債総額による償還計画となっておりますことを御了承

いただきたいと思います。 

 それでは、資料のほうで御説明をいたします。 

 まず、左端の平成26年度、一般会計で償還元金のほうが401,239千円、償還利子が59,708

千円、小計で460,947千円、未償還元金のほうが3,895,728千円、農業集落排水特別会計、こ

ちらのほうで、償還元金が284,784千円、償還利子が83,152千円、小計の367,936千円、未償

還元金のほうが4,434,252千円と、両会計の合計としましては、償還金合計828,883千円、未

償還元金合計が8,329,980千円となっております。今後につきましても、一般会計のほうで

約４億円、農業集落排水特別会計で約３億円程度の元金償還を行っていくというような計画

になっております。 

 それでは、資料の一番右端のほうをお願いいたします。 

 こちらのほうの数字が10年後の平成35年度になりますと、一般会計で償還元金が232,092

千円、償還利子が13,031千円、小計で245,123千円、未償還元金のほうが888,884千円、農業

集落排水特別会計で、償還元金が317,835千円、償還利子としましては27,643千円、小計で



345,478千円、未償還元金といたしまして1,574,134千円、両会計の合計としましては、償還

金合計590,601千円、未償還元金の合計が2,463,018千円となっております。 

 平成35年度までには毎年度の償還金合計で232,282千円の減額、また、償還元金の合計と

いたしましては5,866,962千円の町債を返済するというような予定になっております。 

 しかしながら、先ほども申しましたとおり、こちらにつきましては、今後一切起債を行わ

ない場合の返済計画ということになっておりますので、今後変更する可能性のほうは十分あ

るということで、こちらにつきましては、現状の一応の目安ということで御了解いただきた

いと思います。 

 続きまして、起債償還の過去10年分の経緯ということで、別とじの償還実績のほうの資料

をごらんいただきたいと思います。 

 合計のほうでまいりますと、起債額のピーク、こちらは平成17年度ということになってお

ります。現在徐々に返済をしております状況でありまして、起債額のピークであります平成

17年度と平成25年度の未償還元金の合計の比較といたしましては、一般会計で1,177,972千

円の減、農業集落排水特別会計で減の799,026千円、工業用地取得造成分譲特別会計、こち

らのほうで270,000千円の減ということになっておりまして、平成17年度以降、合計で2,246,998

千円の元金のほうを償還いたしております。一般会計につきましては、現在、臨時財政対策

債のほかは新規の起債を行っておりません。そういうことで、本来、毎年度、未償還元金の

ほうが減っているということですが、平成21年度から平成22年度にかけましては、未償還元

金のほうが30,000千円程度増加をしております。こちらのほうは資料下のほうになりますが、

工業用地取得造成分譲特別会計、ホリカワ産業の移転関連の起債、こちらのほうにつきまし

て、平成22年度に一般会計のほうで借りかえをして清算したということで一般会計のほうが

増加をしているものでございます。 

 以上で、私のほうから資料説明を終わらせていただきます。 

○４番（碇 勝征君） 

 ただいま課長のほうから説明をいただきました。まず、過去の10年分の中身をちょっと見

聞いたしましたところですが、説明にありましたように、まず私は16年と25年を比較いたし

まして、これは元金の償還でございますけれども、16年は109億円、25年が88億円というこ

とで約21億円の減と、さらに、20年と25年を比較しますと、20年が104億円と、25年88億円

ということで16億円の減というような内容のようでございます。 

 さらに、償還額、返済額を見てみますと、16年と25年につきましては、16年が820,000千

円、25年が1,192,000千円ということで、372,000千円の増ということになっておるようです。

さらに、20年と25年の償還の比較を見てみますと、1,270,000千円から1,192,000千円という

ことで78,000千円の減というように経過があるようでございます。 

 いずれにいたしましても、元金の償還なり返還につきましては、行財政改革の実行のもと



に、いわゆる町債（借金）、償還（返済）、着実に実行した経緯はうかがえると。いわゆる

行財政改革のもとに、こういう町債の減に、償還なり努力をされたというふうに見えます。 

 特筆すべき点は、過去10年間の中の20年度の欄を見ていただきたいんですけれども、これ

は、先ほどもちょっとありましたように、工業用地取得造成分譲特別会計、いわゆるホリカ

ワ産業の対応分でございますけれども、20年度で1,270,000千円という大きな返済がなされ

ておりましたけれども、いわゆる借りかえできないような状況下にあったということで説明

を受けておりまして、その要因は、申し上げましたとおり、ホリカワ産業の補償の３億円相

当分が重くのしかかっていたということのようでございます。そういう状態の中に、借りか

えが非常にできないような状況の中で、町長、時の総務大臣の御高配によるところの借り入

れ手続をされたということは皆様御承知のとおりでございまして、21年度の予算編成にも非

常に支障を来したような経緯があったわけでございますけれども、いずれにいたしましても、

この町債の取り扱いにつきましては、今後継続して償還もあるようでございますので、経費

の義務費、物件費、補助費等をしっかりと見直しをしていただきたいということでございま

す。 

 今回、財政健全化条例ですかね、それも提案されておるようでございますので、成立後に

は十分その中身を照らしをいただきまして、今後の新規事業等の取り組みにつきましては、

しっかりとチェックをしていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。 

 そこら付近を、長のお考えなりを一言聞きたいと思います。 

○町長（武廣勇平君） 

 碇議員の公債の経緯について述べられた後の長の考えをということでございます。 

 今回、上峰町健全な財政運営に関する条例を御提案申し上げております。 

 町は、第７条に「地方債を発行する場合においては、次に掲げる事項を検討して行うもの

とする。」ということで、１つ目に地方財政法、また、その他関係法令に規定する適債性、

また２つ目に、将来において町民が負担することの妥当性、３つ目に、地方債を発行する場

合、または地方債以外の歳入により事業を実施する場合の財政運営に与える影響等を示して

おります。 

 まず、先ほど申していただきました町の発行した地方債の中身について申し上げますと、

安易な繰り上げ償還、補償金を伴うような繰り上げ償還を行わずに必要な期間というものが

それぞれ債務にはありますけれども、例えば農業集落排水であれば、農業集落排水施設等の

処理場等の耐用年数に満たない返済期間を設けているものに対し、資本費の平準化債等を打

ちながら、しっかり住民負担をその期間において平準化しながらとり行ってきたという事実、

また、実質公債費比率は単年度の額を小さくすれば、分子がその分小さくしぼみますので、

期間を長く設ければ数字は落ちるわけでありますけれども、補償金を伴うものを一切そうし

た取り扱いを行わず、しっかり当初の計画どおり返してきたということを進めてまいりまし



た。今後とも地方債を発行する場合においては、先ほど申しました適債性であること、また、

町民負担の妥当性等を鑑み、また、返済する場合においても、町民負担、そして、いつでも

説明ができる返済の仕方をしっかり財政当局とも協議し進めて、皆様に説明をできるような

形で運営をしていきたいというふうに思っております。 

○４番（碇 勝征君） 

 10年分、いわゆる未来に向けて10年分の償還計画ということで説明をいただきました。も

ちろん、今の現状のままでいけば、確かに、例えば26年の合計の償還の部分ですけど、820,000

千円から35年は590,000千円ということで230,000千円の減ということの形にはなっていきま

す。 

 いずれにいたしましても、将来分につきましては減少状態になると思われますけれども、

いわゆる新規事業を実施する時点につきましては、ただいま長のほうからも申されたとおり、

財政健全化条例を照らしながら、精査の上、取り組んでいただきたいということで、新規の

取り扱いにつきましては、十分チェックをしていただきたいということをお願いいたしてお

きます。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 答弁は要りませんか。（「はい。次お願いします」と呼ぶ者あり） 

 次に進みます。２点目、基金（貯金）の経緯はということで、執行部の答弁を求めます。 

○企画課長（髙島浩介君） 

 私のほうから、碇議員の質問事項１、財政運営の取り組みはの質問要旨２、基金（貯金）

の経緯はということにつきましてお答えをいたします。 

 お手元のほうの過去10年間基金推移という資料のほうをごらんいただきたいと思います。 

 基金の経緯ということで、資料の一番下のほうにあります町全体の基金の合計、また、小

計と書いておりますが、上段のほうの財政の主要３基金の合計について説明をさせていただ

きます。 

 基金につきましては、平成18年度、こちらのほうが最も少ない状況で、町全体の合計で

378,248千円、上のほうの主要３基金のほうで65,096千円ということになっております。 

 それで、今度は右のほうに行きますが、平成25年度につきましては、町全体の合計で956,624

千円、上のほうの主要３基金のほうで534,601千円ということになっております。最も基金

が枯渇しておりました平成18年度と平成25年度ということで比較をいたしますと、町全体で

578,376千円、上段のほうの主要３基金のほうで469,505千円の増加ということになっており

ます。これが現在の基金の状況ということでお願いいたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 



 課長のほうから資料による説明をいただきました。基金、いわゆる貯金額につきましては、

財政基盤そのものであることは御承知のとおりであるというふうに思います。 

 16年の時点で見ますと269,000千円、もちろん、これは財政調整基金、減債基金、公共施

設整備基金の３基金ということで申し上げます。 

 20年におきましては67,000千円、25年で534,000千円ということで20年と25年を比較しま

すと467,000千円の増という傾向になっておるようでございます。これも先ほど申し上げた

とおり、いわゆる町執行部の行財政改革の執行のもと結果としての積み立てができたんじゃ

なかろうかというふうには思います。 

 いずれにいたしましても、今後につきましては、４次総合計画を計画されておりますし、

それを実施するに当たりまして、上峰まちづくりプラン、みんなでつくる元気創造拠点上峰

と、これを目指すためには、無駄をなくし、経費、先ほども申し上げました義務費なり物件

費、補助費らを節減をなしチェックをしていただきまして、町の向上に資するために健全な

財政運営に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

○議長（中山五雄君） 

 執行部の答弁は。（「はい、一言お願いします」と呼ぶ者あり） 

 執行部、答弁お願いします。 

○町長（武廣勇平君） 

 碇議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 基金について触れていただきました。基金についても、今回上程をしております上峰町健

全な財政運営に関する条例にございますように、特に第６条「町は、必要やむを得ない行政

需要に対応するため、必要と認められる額を財政調整基金に留保するよう努めなければなら

ない。２ 町は公共施設の修繕又は建て替えに係る経費及びその他特定の目的のために資金

の留保が必要と認められる額について、予算の範囲内において基金に積立てを行うよう努め

なければならない。」とございますように、大型公共事業の計画的な支出、または災害発生

時の一時的な支出で多額の資金が必要となる際の財源不足を補うために平常時に一定規模の

資金を財政調整基金に積み立てることで安定的な財政運営ができるように努めていかなけれ

ばいけません。 

 町内の公共施設につきましても、年々老朽化が進行しておりまして、今後施設の改修等に

資金が必要となってまいります。また、このほかにも多額の資金を必要とする経費について

年度間の財源を平準化して対応する必要があることから、予算の範囲内において計画的な基

金の積み立てが必要ということで私自身も認識をしているところでございます。 

○議長（中山五雄君） 

 碇議員いいですか。（「はい、次お願いします」と呼ぶ者あり） 

 次へ進みます。大きな２点目、要望等の取り組みはということで、その中の１点目、町道



整備、坊所・三上「変則五差路」請願の件についてということで、執行部の答弁を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 おはようございます。質問事項の２、要望等の取り組みはということで、町道整備、坊

所・三上「変則五差路」請願の件ということでございます。 

 この案件につきましては、議員先ほどの御紹介のとおりに、平成23年12月、３年前に採択

をされて以来、その翌年には概略の設計ということで発注した中で、議員各位のほうには振

興常任委員会等々で３案のお示しをした中で、１つの案ということで進めてくれということ

で承っている案件でございます。現場につきましては、いまだ手がつけられていない状況で

ございまして、大変申しわけなく思っておるところでございます。 

 交差点進入時には見通しが大変悪く、町内外の多くの方々が利用をされているために交通

量等々が非常に多くなってきている現状で、児童・生徒の通学路としても利用されておりま

して、長年にわたり危険をはらんでいることと私ども認識をしておるところでございますが、

整備に向けてということでございます。この三上地区全体から申し上げますと、ほかの請願

の案件もございますけれども、もうこの変則五差路につきましては、今後の計画の中で、以

前から申しているとおりに、町費が少なくて済むような方策なり、また、補助金の活用など

を通しまして、関係機関の協議を今後も行っていきたいと考えておるところでございます。 

 まずは補助率の高い防衛関係の事業採択に向けてということで今後も進めていきたいとい

うことで考えておるところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 この請願道路につきましては、私と中山議長、原田議員で紹介議員となり取り組みをした

わけでございます。もちろん付託を受けまして振興常任委員会で採択を受け、現時点におき

ましては、設計案が３案ができておるという段階でとまっておるようでございます。この道

路につきましては、もう皆さん御承知のとおり、いわゆる町道４路線が交差しておる箇所で、

非常に交通量が多いということで、まさに危険道路でございます。長年にわたり、危険性を

はらんでいる懸案道路でございまして、町内外からの多くの皆様が危険を感じながら通行さ

れて、生活道路として、通学道路として利用されておるわけでございます。 

 請願のときにも添付しておったかと思いますけれども、300名超の署名もいただいており

ますし、一日も早い改良整備をということで待望されている道路ということはもう御承知の

とおりでございます。 

 私、当初からこの道路につきましては取り組んでまいったわけでございますけれども、い

わゆる三上地区の関連道路の事情等もあることは承知しております。大型事業になるという

ことも、当然そういうふうになるかと思います。 

 今、課長のほうからおっしゃったように、防衛省の高率の補助をいただきながら計画をし



ていただき対応していただきたい。これはもうぜひ前向きで、次年度のうちには何かの手続

ができるような形で取り組んでいただきたいと思いますし、町民の皆様も非常に待望されて

おる道路ということで、まさに町内の東西、いわゆる吉野ヶ里町に通ずる町道下津毛三田川

線が交差する中央基点でもありますし、本当にこの道路は大事であるというふうに認識いた

しておりますので、そこら付近は長の考えなりをお伺いしておきたいと思います。 

○町長（武廣勇平君） 

 碇議員の町道整備、坊所・三上「変則五差路」請願の件について私から答弁を申し上げま

す。 

 この坊所・三上地区道路整備については、平成23年12月議会で採択されて以来、３年間進

捗が見られず大変申しわけなく思っているところです。交差点進入時には、見通しが悪く、

また、児童・生徒の通学路でもあり、長年にわたり危険性をはらんでいる懸案道路事情があ

り、町内外の多くの方々が利用され交通量が非常に多い道路という認識を持っております。 

 平成24年度に概略設計を発注し、25年度１月10日に振興常任委員会の中で路線の検討をい

ただき、答申をいただいております。整備に向けては、ほかの請願案件とも比較がありまし

て、この五差路とあわせて全体計画の中で町費ができるだけ拠出が少ない形での方策、補助

金の活用などの検討と関係機関との協議を行っていきたいということで考えているところで

ございます。 

 今後、全体的な事業計画予算と町の財政負担がなるだけ少なくて済む方法、補助事業まで

の採択状況などを見た上で、先ほど担当課長からお話がありました防衛関係との連携を密に

していくということでございますので、整備に向けて協議をしていただき、準備に入ってい

けたらと考えているところでございます。 

○議長（中山五雄君） 

 質疑はありませんか。（「次、お願いします」と呼ぶ者あり） 

 次へ進みます。２点目、交通安全・事故防止策、坊所南北線と県道神埼北茂安線の交差点

の構造物の件についてということで、執行部の答弁を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 議員御指摘の２番目、交通安全・事故防止策、坊所南北線と県道神埼北茂安線の交差点の

構造物の件ということでお尋ねがあっております。 

 構造物ということで、議員のほうからフェンスということでの質問があっておりました。

この件につきましては、３年前の23年12月議会でも御指摘があったかということで察し申し

上げております。 

 この地区につきましては、下坊所から南に県道に差しかかった交差点でございまして、左

側に水路があり、フェンスがあっている箇所でございます。このフェンスにつきましては、

以前１メートルぐらいの高さでございましたけれども、運転席からいいますと、フェンスの



高さが目線にちょうど当たるというふうなことで、以前におきまして、交差点の手前６メー

トル区間におきましてフェンスを上げまして約1.5メートルの高さに今現在なっているかと

思います。当時、事故が発生したということでお聞きしているわけでございますが、聞くと

ころによりますと、この事故の原因につきましては、フェンスが直接の原因ではなかったよ

うにもお聞きしておりますが、事故があったということは大変危険であるということでは認

識しております。 

 先般、中学校模擬議会のときに、2007年から９件の事故が発生したということでございま

したが、私の知る限りでは、以前、井柳の方の死亡事故なり、あと先般なり事故ということ

で３件ほど聞き及んでおりますけれども、ここの地区につきましても、通学する子供たちの

安全面からいたしますと、そのフェンスの高さにつきましては、下げることは問題があると

いうふうなことで、今後フェンスの問題があるケースにつきましては、調査を行っていきた

いと考えておるところでございます。また、雑草等も繁殖をしている夏前につきましては、

適宜見通しがいいように早目に伐採するように心がけていきたいと考えておるところでござ

います。 

 なお、県道神埼北茂安線が今現在事業に入っておられまして、加茂の交差点までに、28年

度ぐらいまでには完成するんじゃなかろうかということと、あと、それ以降、西側のほうに

随時工事をされる計画ということで聞き及んでおりますが、県道の交差点改良の折に土木事

務所と協議しながら、拡幅は当然あるもんですから、この時点におきましては、交差点改良

を同時に施工できたらというふうなことで、その折の交通安全対策に向けて早目に協議をさ

せていただきたいということで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 ただいま課長の説明では、現在のフェンスの高さは問題ないということみたいな答弁でご

ざいますけど、いわゆる小学校のほうから南に下っていくところで、交差点の手前にフェン

スがこういう形であるわけですね、段がついておるわけですよ。南側のフェンスの高さが

ちょうど運転席の目線に入るわけですよ。東から通行する車両の確認が見づらいという要因

があるというふうに私は思うわけですよ。今の課長の説明では、このフェンスは農業用水路

の絡みで云々ということで下げられないとか取り扱いできないようなふうに聞こえたんです

けれども、現実に、課長もおっしゃったように、亡くなった事故が３件とか４件とか、いろ

いろございますけれども、これはそのフェンスだけの、構造物だけの問題じゃないというこ

とはわかりますよ。しかし、北から下ってきたときに、停止直前にちょうど目線に入るわけ

ですね。これはもう非常に私は一因じゃなかろうかというふうに思いますし、町民の方から

の声もお伺いしておりますので、神埼北茂安線の改良時まで待つとかいうようなことをおっ

しゃったけれども、これは何とかこのフェンスの問題については取り扱いをしていただきた



いというふうに思いますけれども、もう一回どうぞ。 

○建設課長（白濱博己君） 

 議員御指摘の件でございますが、フェンス直接の原因で100％ないというふうなことで申

していたつもりではございませんが、実はこの質問書をいただいたすぐ後に現場のほうに車

で行きまして、その目線等々も含めて確認をいたしました。そのフェンスにおきましては、

上にポールが、上段のポールがございますが、その目線には入らなくて、ただフェンスが、

フェンス全体に見にくいなというふうなことは感じを受けました。高さ的には若干上げてい

たほうが以前の低くしていた分がちょうど目線のほうに当たるということで、そのフェンス

の上段の分を上げているというふうなことだろうと思います。しかしながら、フェンス全体

の網が私は見にくいというふうなことで、そのフェンスそのものに問題があると私は認識を

いたしました。じゃ、そのフェンスをのけるということはできませんので、今後、例えば

フェンスなり安全防護柵の、そういった今より見やすいような形での安全防護柵がないかと

いうふうなことは検討をしてまいりたいと思っておりますが、この内容的に、先ほど申しま

した県の道路整備と一緒にしたいということで回答をいたしましたけれども、その件につき

ましては今後検討をしていきたいと考えておるところでございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 どうも見解がずれておるようでございますけど、いわゆるフェンスの高さがあって、上

がって、今言うたポールですね、ポールの目線、これが入るんですよ、ちょうど、下の網

じゃない。上の、いわゆる高くなった上のポールのラインが目線に入って見えにくいという

ことなんですよ。どうも課長がおっしゃっているのは、フェンスの網とか云々じゃなしに、

私は上段のポールの部分がちょうど目に入るんですよ。あなたはどういう箇所から見られた

か知らんけど、確認をしていただきたいということを申し上げて、見解の相違かと思います

けど、また現場で私は一緒に見たいというふうに思います。この件は以上でよかです。 

○議長（中山五雄君） 

 答弁は要りませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 次に進みます。３点目、側溝ふた対策はということで、執行部の答弁を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 さっきは失礼いたしました。 

 質問の３番目、側溝ふた対策はということでございます。 

 まず、側溝の整備の観点でございますが、25年度に国の経済対策によりまして元気交付金

が来たわけでございますけれども、それによりまして、下津毛団地なり切通地区内の側溝改

修を一挙に整備したところでございますが、今年度につきましても、西新団地、それから下

津毛団地、切通地区の分、それから船石南線の一部ということで行政報告にもお示しをした

ところでございますが、今後につきましては、屋形原東分の側溝改修を計画しておるところ



でございます。 

 議員御指摘の側溝ふたの対策はということではございますが、町といたしましては、県の

開発許可の手引きを参考にいたしまして、内径の30センチで、車等が乗っても音が出ないよ

うな消音式の落ちぶた側溝での施工を基本として今後も整備をしていきたいと考えておると

ころでございます。 

 本町といたしましては、側溝ふたがない箇所や老朽化している箇所につきましては、逐次

整備を行っておりますが、整備ができていない箇所につきましては、今後予算をお願いいた

しまして、その範囲内で逐次計画をして取り組んでいきたいと考えておるところでございま

す。 

 議員御指摘の先ほどの井手口地区、それから下津毛三田川線の地区２カ所を御指摘がござ

いました。井手口地区につきましては、一度要望がありまして、補修を、改善をいたしたと

ころでございますが、なお再度音が出るということで、今後早急に業者のほうにお願いし、

対応を本格的な改善を図っていきたいと考えておるところでございます。 

 なお、下津毛三田川線のちょうど議会でも以前質問があっておりました旧郵便局の北側付

近でございますが、ここの件につきましては、結構道路が狭くなっている関係で一部民地を

含んで、民地に入って一旦停止なりをして離合されているということで認識はしておるとこ

ろでございます。 

 本人さんからも要望があっておる箇所ではございまして、来年予算をお願いできたら、そ

こで用地を交渉し、そこの付近の構造物等々の改善もやっていきたいということで考えてお

るところでございます。 

 私のほうから以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 町道の側溝改修につきましては、24年から３カ年、今年まで含めまして、団地内の側溝改

修がなされまして、非常に町民の方から喜びの声が聞かれておるところでございます。既設

の町道側溝の取り扱いでございますけれども、課長のほうからは、基準値の30センチメート

ル枠内の側溝の取り扱いということで、なるだけ音が出ないような云々ということをおっ

しゃっておられますけれども、いわゆる狭小町道箇所ですね、狭いところの町道の側溝はど

うしても通行するときに乗る頻度が高いということで、音が非常に出るし、グレーチングで

あれば、もう音が極端に大きく響くということで、お住まいの皆様から生活に本当に耳ざわ

りで困ると、気になってどうもいかんよという声を聞いておりますし、何か、例えばグレー

チングであれば、グレーチングの下に何か敷くようなもの、構造物等はないものでしょうか

ね。例えばゴムとか、木片なんかやったら、すぐそぜてしまいましょうから、布地とか、そ

こら付近の何か工夫して、敷いて音を遮断するような措置がとれないものか、もう身近に強

く感じるということをおっしゃるもんですから、改修につきましては、いろいろ基準等々の



基準があるかと思いますけれども、今現在の物が、現在のものに対して音が出るわ、響くわ

というお住まいの皆さんの声が非常に強いもんですから、そこら付近の、何か側溝策と申し

ますかね、取り扱いができないものか、そこら研究できないでしょうかね。 

○建設課長（白濱博己君） 

 先ほどの箇所につきましては、一度補修をということでいたしました。音が出るというこ

とで、下のほうに側溝のふたをあけまして、高さ的なことがあるということで、ラバーみた

いなところでの布設をし、そのときは音が出なかったんですけど、ただ、職員がするもんで

すから、一時的なものということでございますので、それは構造物の高さ関係とか、構造物

が原因ということでわかっておりますので、今後、業者さんを入れまして、正式な音が出な

いように対策を講じていきたいということで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中山五雄君） 

 次へ進みます。公共施設のトイレ洋式化はということで、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 碇議員の要望等の取り組みはの要旨４、公共施設のトイレ洋式化について御答弁申し上げ

ます。 

 公共施設のトイレの洋式化につきましては、御高齢の住民の皆様、また、和式のトイレを

使ったことがない児童をお持ちの保護者の方々、また、議会の皆様方からも、議長初め、今

回質問をいただいております碇議員など、多方面からの要望を受けております。 

 私も、今後ますます高齢化社会を迎えるに当たりまして、これは必要なことであろうと

思っておりまして、つきましては、まず、本町の避難所に指定いたしております江迎多目的

研修施設、学習等供用施設、農村婦人の家の各施設を来年度、県補助金等も活用しながら洋

式トイレに改修すべく新年度予算へ計上を検討しております。 

 以上で答弁を終わります。 

○４番（碇 勝征君） 

 長のほうからは、次年度に向けての取り扱い、対応したいというようなお答えをいただき

ました。ありがとうございます。 

 とにかく公共施設のトイレ、利用される町民の声として、足腰が痛いということで、集会

に行きたいけれども、あそこはあのトイレだから行きたくないという、もう切実な声がある

わけです。集会への参加をしたいけれども、そういう前段でのいろいろな事情があるので、

支障があるので行けないということで、ぜひぜひ洋式トイレに切りかえてほしいという声を

いただいたもんですから、申し上げております。 

 ただいま長のほうからは、次年度に向けて３施設の取り扱いということでございますけれ

ども、スペースに合うような洋式トイレ、大型改修とすればかなりの経費がかかるかと思い



ますので、その施設内のスペースに合ったような洋式トイレ、ぎりぎりの小型といいますか、

トイレ部屋を改修すればかなりの経費がかかるかというふうに思いますので、そういうこと

も一考されて、今の部屋に合うような洋式トイレの形の取り扱いをしていただければ、さら

に経費節減しながら効率ある設置ができるんじゃなかろうかということでございますので、

ぜひとも次年度に向けて、内容を踏まえながら対応していただきたいというふうに思います。 

 終わります。 

○議長（中山五雄君） 

 執行部の答弁は。（「いいです」と呼ぶ者あり）してもらったがましじゃないですか。大

丈夫ですか。（「じゃ、お願いします」と呼ぶ者あり） 

 執行部の答弁をお願いします。 

○町長（武廣勇平君） 

 再度の答弁を申し上げます。 

 碇議員初め議会の皆様方から、議長様初めさまざまな皆様方からトイレの改修については

言われております。県のほうでユニバーサルデザイントイレ洋式化推進事業というものがご

ざいまして、事業期間が25年度から27年度ということになっておりますが、受け付けが27年

１月31日ということで迫ってもきております。市町の施設につきましては、便器取りかえプ

ラス、スペースの改修、または洋式トイレの増設、この３パターンがあるようでありますけ

れども、100千円の補助をいただけるということで、今議員からも提案いただきましたけれ

ども、そのスペースに合った便器といいますか、洋式トイレをしっかり調べた上で補助申請

をしていく必要があるというふうに認識をしているところでございます。 

○議長（中山五雄君） 

 碇議員いいですか。（「はい、よございます」と呼ぶ者あり） 

 次へ進みます。職員定数条例の見直しはということで、執行部の答弁を求めます。 

○副町長（八谷伸治君） 

 皆さんおはようございます。碇議員の御質問にお答えいたします。 

 現行の上峰町職員定数条例第３条によりますと、職員の定数は当分の間91人となっており

ます。これに対しまして、現在の職員数は71人であり、この人数は全国の類似団体と比較し

ますと最少の人数となっております。効率的で質の高い行政サービスを提供するために職員

定数を検討するに当たりましては、財政的な面や求められる行政需要、事務量などを考慮す

る必要があると思っております。 

 なるだけ少ない経費、少ない人員で運営していくことは、いわば行政の最大のテーマの一

つでありますが、現在の地方公共団体、とりわけ市町村行政を取り巻く環境は将来を予想し

がたい状況にあると言わざるを得ません。その理由といたしましては、最近、地方分権の推

進による国や県からの権限移譲の増大、国の施策による事務負担の増大、例えば住民にとっ



て利便性の高い社会を実現するための基盤づくりである社会保障・税番号制度の導入や人口

減少抑制や活性化のための地方創生による地方版総合戦略の策定や、それに呼応する施策の

実施、そのほか年金支給年齢の繰り下げに伴う定年職員の再任用、また、近年特に著しい変

化、脅威が生じてきます異常気象、ゲリラ豪雨、大型台風などに対処するための防災対策へ

の対応などが上げられております。 

 このような状況でありますので、現時点では、職員定数につきましては現行のままとし、

今後、状況の変化等を見ながら検討していきたいと考えているところでございます。 

 なお、これからも業務改革の推進、職員研修の充実や人事評価制度の導入による職員の能

力開発に努め、行政ニーズに適切に対処していく所存であります。 

 私からは以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 ただいま副町長のほうからは、結論として現行のままでいきたいというふうなお言葉で

あったかと思います。 

 私は、いわゆる行財政改革がなされた結果、現在の71名、そういう形、以前はかなりの臨

時職の方も50名前後おられた時期もあったようでございますけれども、そこら付近は行革な

り等で取り扱いされたということで、おっしゃったように、１万人当たりの職員数は全国最

少値ということで、上峰町は一番少ないというようなことは承知をしております。今後、給

食センターの見直しなり、それら等々もございましょう。しかし、私は広域事務なり事務機

器等々の導入なりされ、かなりの事務改善はされてきておるというふうに思っております。 

 もちろん、現在の人口9,600人弱の中で71名の職員の対応ということでございますけれど

も、前回、25年の第３回定例会でも申し上げましたけれども、周辺町村の数値を調べてみま

すと、職員１名当たり120名とか130名とか140名当たりというような数字も隣接にはござい

ます。そういうところからいきますと、もちろん、副町長おっしゃったように、今後、国か

らのいろいろな社会保障なり地方創生に対する取り扱い等々で事務もふえてくるということ

は十分承知をしておりますけれども、まずは現行に対する定数ということで私は申し上げて

おるわけでございまして、歴史を調べてみますと、かなりの過去、平成10年から連続して定

数の取り扱いはなされた経緯があるわけですね。それは時の長の考えでの取り扱いというこ

ともございましょうけれども、定数というのはある程度は現状に則したところであるべき

じゃないかというふうに思うわけですね。 

 副町長のほうから、とりあえず現行のままというふうなことでありますけれども、私は現

状に合った定数でまずは取り扱いすると、それに定数の取り扱いにつきましては、プラスア

ルファということもございましょうけれども、私の意見としては、現数にプラスしたような

定数で、やはり91名の定数の取り扱いについては改正すべきじゃないかということでござい

ますので、そこら付近でもう一言お願いいたします。 



○副町長（八谷伸治君） 

 碇議員の御質問にお答えします。 

 先ほども私が答弁いたしましたが、近年の行政を取り巻く状況につきまして、その把握と

いうのが非常に変化が激しいものですから、難しい部分もあります。ですので、そういった

部分を的確に捉えながら今後の定数条例については検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○町長（武廣勇平君） 

 現時点で必要な人数は何人と考えるのかというお尋ねに御答弁申し上げます。 

 現行の定数条例では91人とされております。先ほど副町長が申し上げましたように、今後

の行政需要等を考えたときに、必要な人数としてこれから増員を考えていかなければいけな

いというところでございますが、じゃ、果たしてどれぐらいの人数が必要かということでご

ざいます。 

 これには、民営化、委託前の保育所７名及び給食センター４名の計11人が含まれておりま

す、91人には。また、終了した業務、特に国土調査業務に２人が従事しておりました。よっ

て、91人から保育所、給食センターの11人、及び国土調査業務の２人を差し引いて78人とな

ります。また、近年、地方公共団体を取り巻く状況は著しく変化している状況でもあります

ので、地方公共団体定員管理研究会によります定員管理モデルにより一般会計職員数を算定

したところ65人との結果が出ました。これに教育部門の職員14人と公営企業等の職員数５人

を加えますと84人になります。 

 今後、町が抱える事業等を鑑み、状況の変化等を見ながら、先ほど副町長が答弁申しまし

たとおり、検討していきたいと考えているところでございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 町長のほうからは、以前の給食センターなり国土調査の職員なり等々の減少等があったと

いうことでの取り扱いでございまして、私は一つの基準と申しますか、従来は100名あたり

の積算の根拠と申しますか、参考と申しますかね、そういう100人あたりの職員ということ

での時代もあったかというふうなことも認識いたしております。 

 もちろん、４次総合計画で１万人を目指すということでございますので、そこら付近を考

慮しながらこの定数については取り組むべきじゃなかろうかというふうに思います。 

 単純に現数の9,600人弱の人口に対して、例えば130名でいくとするならば、74名弱が算出

されてくるわけでございますけれども、それにプラスアルファをして、一つの積算根拠と申

しますか、一つの参考ですよね、そういうことでいくならば、74名プラス80名ぐらいがどう

だろうかというふうな、一つの人口に対する根拠と申しますか、参考数値というのも必要で

あるというふうに思いますので、これはそういうことで参考にしていただければというふう

に思います。 



○議長（中山五雄君） 

 答弁は要りませんか。（「あれば」と呼ぶ者あり） 

 執行部の答弁をお願いします。 

○町長（武廣勇平君） 

 必要な職員数についての定員管理モデルにより本町では65人ということで、これは一般会

計職員数ですが、先ほど繰り返し申しましたように、教育部門も含めますと84人という数字

を持っております。 

 碇議員のお手持ちの試算、何といいますか、定員管理の職員数の基準というものもおあり

になるようでございますので、参考にさせていただきたいと思いますが、本町では78人から

84人の範囲で現在検討を進めているということでございます。 

○議長（中山五雄君） 

 いいですか。（発言する者あり） 

 次に進みます。環境美化啓蒙はということで執行部の答弁を求めます。 

○住民課長（江頭欣宏君） 

 おはようございます。碇勝征議員さんの２、要望等の取り組みは。環境美化啓蒙はについ

て御答弁させていただきます。 

 行政報告、３ページに環境係のほうで報告しておりますが、重複すると思いますけれども、

町内４カ所、庁舎前、婦人の家、前牟田学習等供用施設、江迎多目的集会所の公共施設敷地

内に建設している環境美化に関する啓蒙標語が二十数年の風雨により消えかけておりますの

で、12月中に書きかえを行い、町民の皆様と一緒に新年を迎えることで計画をしております

ので、よろしくお願いいたします。また、このことについては広報紙で随時お知らせをして

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 課長のほうから行政報告内容を述べられました。その中で標語募集したということでござ

います。小学４年生から中学３年生まで、標語を募集した内容がわかれば教えていただきた

い。それから、デザインは中学校の美術部に依頼したということでございますので、そこら

付近の内容をよかったら御披瀝いただきたい。 

○住民課長（江頭欣宏君） 

 標語でございます。一応予定しておるのが、庁舎前のところにあります「町も心もきれい

な上峰」で大文字で書いて、小文字で「大切なのは一人一人の心がけ、みんなで守ろう上峰

町」でございます。裏側、駐車場のほうで「みんなで美化の町づくり」、小文字で「ごみを

出さない町づくりはあなたが簡単にできるエコロジー」ということで庁舎前を予定しており

ます。あと、婦人の家「ポイ捨てゼロにしよう」、小文字で「ごみ箱に捨てて目指そう美化



の町」、続きまして江迎多目的集会所前、大文字で「自分の心にエコマーク」、小文字で

「上峰の未来を変えるのは、まず、あなたの心がけからです」、最後に前牟田学習等供用施

設前です。３つあります。「きれいな心でごみ拾い」、小文字で「きれいな花きれいな空き

れいな学校きれいな町、こんな上峰大好きです」、もう１つ、「ゴミの始末を確実に!!」、

小文字で「みんなでできるきれいな町づくり」、次に、「地面はごみ箱ですか？」、小文字

で「あなたのその行動は町をキレイにしますか？それとも…？」という形で標語募集の中か

ら一番よい、優秀作品を選んでおります。そして、これをもとに上峰中学校デザイン部のほ

うにこの標語を見せたところ、きれいに児童の立場に立ってデザインをつくってもらってお

ります。 

 以上でございます。 

○４番（碇 勝征君） 

 今、課長随分と並べられて披瀝いただきましたけれども、後でよございますので、抽出さ

れた箇所のやつを、資料をいただきたいと思います。 

○議長（中山五雄君） 

 答弁は要りませんか。（「終わります」と呼ぶ者あり） 

 お諮りいたします。一般質問の途中でございますが、ここで休憩したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 異議なしと認めます。したがって、11時10分まで休憩いたします。 

午前10時55分 休憩 

午前11時９分 再開 

○議長（中山五雄君） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、一般質問を再開いたします。 

 碇議員の一般質問が終わりましたので、次に２番目、寺﨑太彦君、お願いします。 

○２番（寺﨑太彦君） 

 ２番寺﨑太彦。皆様おはようございます。第４回定例会で最後となりますけれども、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議長の許可がおりましたので、通告書に沿って一般質問をしていきたいと思い

ます。 

 今回は１点、質問事項は行政改革について、その中で職員定数と実数の数がかなり隔たり

がありますけれども、上峰町職員定数条例の改正について一般質問をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 



○議長（中山五雄君） 

 それでは、行政改革について、上峰町職員定数条例の改正についてということで執行部の

答弁を求めます。 

○副町長（八谷伸治君） 

 寺﨑議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほども同様の質問がありましたので、重複する答弁となりますことを御理解いただきた

いと思います。 

 先ほど申し上げましたが、現行の職員定数条例によりますと、職員の定数は当分の間91人

となっております。これに対しまして、現在の職員数は71人であり、この人数は全国の類似

団体と比較しますと最少の人数となっております。 

 職員には、少ない人員での業務遂行ということで、御負担、御苦労をおかけしているなと

認識しているところでございます。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたが、市町村行政を取り巻く環境は将来を予想しがたい状

況にあると言わざるを得ません。どちらかというと、業務がふえる方向にあるのではないか

と思っております。このような状況でありますので、繰り返しになり申しわけございません

が、現時点では職員定数につきましては現行のままとし、今後、状況の変化等を見ながら検

討していきたい、検討するに当たりましては78人から84人の間で今後検討していきたいと考

えているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○２番（寺﨑太彦君） 

 職員定数の根拠といいますと、自治法の172条の３項になると思います。これは職員定数

91名が、ちょっと意地悪な質問なんですけど、これに近づけないといけないと思いますけど、

これが上限なのか。そして、上峰町の条例の中には当分の間とありますけれども、これはい

ろいろ変化によって定数の改正をしていくから当分の間という文言が入っているのではない

かと思いますけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○副町長（八谷伸治君） 

 寺﨑議員の再度の質問にお答えいたします。 

 91名というのが上限かどうか、それから適宜定数条例を変更していくべきではないかとい

うふうな御質問だったと思いますけれども、繰り返しになりますが、市町村行政を取り巻く

環境が国の動向、県の動向によって、その変化が激しい、大きいものになっている傾向にあ

ると思っております。ですので、いわば定数条例というのは上限というふうに考えていると

ころでございますし、先ほども私のほうから業務がふえる方向にあるんではないかと、それ

にあわせまして行財政改革なり、財政のことも考慮すべきところではあるかと思いますけれ

ども、一旦条例で上げている人数を頻繁に変えるというのもどうかなというふうに考えてい



るところでございますので、市町村行政を取り巻く環境を的確に見きわめていって、職員の

定数については考えていきたいというふうに思っております。 

 私からは以上でございます。 

○２番（寺﨑太彦君） 

 今回、ちょっと違うかもしれませんけど、基金の使い道の条例を提案してありますけれど

も、やはり職員数の定数もある程度根拠を定めて、その数を示して、その都度職員の数を示

していかないと、今現在、上峰町の職員の年齢の内訳を見てみると、50代の層が一番多くて、

逆ピラミッド型になっております。これは計画的に採用されていかれていないから、こんな

ふうになっているのかと思いますけれども、やはりこれだけ50代が多いと財政的にも影響を

及ぼすかと思いますけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○副町長（八谷伸治君） 

 お答えいたします。財政への影響等も考えていくべきではないかというふうな御質問だと

思います。 

 今後の採用に当たりましては、退職者数を考慮するとともに、財政的な面への配慮や年齢

構成の偏りをなくすために、これから各年度ごとの採用予定者につきましては、なるだけ平

準化をしていって採用していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○２番（寺﨑太彦君） 

 私は、監査をさせてもらっておりますけれども、監査でよく言う、最少の経費で最大の効

果を出していかなければいけないと。職員の数を見ても、よく類似団体との比較とか資料を

言われて、行政効果が出ていると言われておりますけれども、経済性の視点だけではなくて、

それがどれだけ住民の福祉の向上や住民のニーズ、どれだけ役に立っているか、住民のニー

ズに配慮されているか、そういう観点から評価されるべきではないかと私は思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○副町長（八谷伸治君） 

 寺﨑議員から住民のニーズに応えるべくというふうな御質問だったと思います。 

 今後、職員の採用、職員に対しましては、研修の充実とか、それから来年度以降、人事評

価制度の導入、そういったものも検討を続けていきたいと思っておりまして、資質の向上、

そういったものを図っていって、住民の方のニーズに適切に対応できる行政運営をしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五雄君） 

 いいですか、もう。（「はい」と呼ぶ者あり）はい。 

 これで２番寺﨑太彦議員の一般質問が終わりました。 



 お諮りいたします。一般質問の途中でございますが、ここで休憩したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 異議なしと認めます。したがって、13時まで休憩いたします。 

午前11時22分 休憩 

午後０時59分 再開 

○議長（中山五雄君） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、一般質問を再開いたします。 

○８番（大川隆城君） 

 ８番大川隆城です。ただいま許可をいただきましたので、これから一般質問をさせていた

だきます。 

 今回、全部で５問ほど質問をしておりますけれども、明快な答弁をいただければと思って

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、切通交差点改良事業の進捗状況についてお尋ねをしてまいります。 

 この件につきましては、毎回お尋ねをしてまいっておりますけれども、今回、行政報告を

いただいた中で、この関係につきましては10月に佐賀国道事務所及び九州地方整備局へ要望

活動されたと。また、11月には国交省に対しての要請活動をされたということで報告をいた

だいておりますけれども、まずはそれぞれに要望活動された結果について、どのような手応

えがあったのかをまずお聞きしてまいりたいと思います。それの答弁をいただきながら、ま

た関連した質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 第２番目に、坊所城島線の歩道整備に関する進捗状況についてお尋ねをいたします。 

 この件につきましても、これまでお尋ねをしてまいっておりますけれども、前回の答弁の

中で、もう既にこの役場から加茂の交差点までの間の地権者の方々については、16名全員の

同意をいただいておるということで、調査費が確約をされ、10月から11月に測量に入るとの

ことで答弁をいただいておりましたけれども、その後、どういうふうに進捗しているか、ま

ずお尋ねをしてまいりたいと思います。 

 第３番目に、県道の地盤改良に係る振動調査等の結果はということでお尋ねをしてまいり

ます。 

 この関係につきましては、沿線４カ所の試掘調査がなされ、また10月には振動調査も実施

されるということで聞いておりましたので、その結果がどういうふうなことになっておりま

すかをお尋ねしてまいりたいと思います。また、その結果を踏まえて、この地盤改良への取

り組みはどういうふうに計画をなされておるのかをお尋ねしてまいりたいと思いますので、



よろしくお願いをいたします。 

 第４番目に、改正地方教育行政法の新年度施行に向けてについてお尋ねをしてまいります。 

 この関係については、皆さん既に御案内のとおり、新年度４月からこの新しい地方教育行

政法に基づいて進められていくわけでございますけれども、その中で首長の権限が強化をさ

れたということ、また、従来の教育長と教育委員長が統合されて新しい教育長が設置をされ

て、その教育長が教育関係の責任者という形に位置づけられて進められるということでござ

いますけれども、いろいろとこれまでお話を聞いていく中で、首長さんと教育長、教育委員

会の権限の範囲と申しますか、それが私、依然まだ漠とした感じがしておるものですから、

お尋ねをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 第５番目に、駐屯地ヘリ隊移設に関しての説明等はあったのかということでお尋ねをして

まいります。 

 この件につきましては、つい先日、県内の10町の首長さんを対象としての県の町村会に対

しての防衛省関係の方からの説明があったということで新聞報道等あっておりましたけれど

も、できればその中身的なことをお聞かせいただければと思いますし、また、そのほかにい

よいよこれもだんだんと時間がたってきておりまして、今のところまだまだ移設先、佐賀空

港周辺の方々に対しての説明等が主体となってされていることはありますけれども、そう言

いながらも、比べてみると、我が町あたりはヘリ隊が出ていくほうでございますが、そのと

ころに対してもある程度の説明はなされるべきじゃないかという感じもいたしますので、そ

の辺のことを踏まえて、先ほどの町村会に対しての説明、あるいはここに書いておりますよ

うに、防衛省の担当官が常駐されている方がいらっしゃるということでもありますから、そ

のあたりからの説明があったのか、もしなかったとすれば、町から要請して説明を求めると

いうことも必要ではなかろうかという感じがいたしますが、その辺についてお尋ねをしてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 それでは、大きな１点目、切通交差点改良事業の進捗状況はということで、年内の進捗状

況はどのようなものか。また年度末に向けての進捗をどう考えているのかということで執行

部の答弁を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 ８番議員の切通交差点改良事業の進捗状況はということで、年内の進捗状況はどのような

ものか、また年度末に向けての進捗をどう考えているのかというお尋ねでございます。 

 先ほど行政報告にもお示しをされたというふうなことでございますが、まず10月14日に佐

賀国道事務所へ期成会として要望をしておりますが、期成会というのは鳥栖、みやき町、上

峰、吉野ヶ里、神埼市ということで、交差点事業等と国道関係の事業をおのおの要望されて



おります。それで、上峰町といたしましては、以前からも要望しております切通交差点の改

良工事ということで、上峰町のほうから国道事務所に毎年のことではございますが、今年度

も強く要望したわけでございます。 

 国道事務所といたしましては、その必要性につきましては、所長さん、上峰町にも来町さ

れて、この件も協議をしていただいておるわけでございますが、強く認識をされておるとこ

ろでございますが、この５市町の中で今現在、国が採択をして事業実施している分はみやき

町の三養基高校前の交差点だけで、あとの４地区につきましてはまだ事業採択にはされてい

ないということでの各市町からの要望でございます。この件につきましては、昨年来、国道

事務所が示した案における図面を提示していただいて、その内容に基づいて、今現在、地元

にお願いをしておるところではございますが、国からのお示しの分につきましては、まず地

元の協力体制、地元の同意、事業計画における同意並びに測量関係がまずもってございます

ので、その測量の立ち入りの同意ということで、今現在、鋭意各地区の関係者にお願いして

おるところではございますが、引き続き地元の対策をということで要望されているところで

ございます。 

 続きまして、10月27日、九州地方整備局に同じく同じメンバーで参っておりますが、この

件につきましても、大体同じようなことの回答を受けておりますが、今後の情勢といたしま

しては、国においては新規の事業もそうですけれども、以前、笹子トンネルの崩落事故が

あって、トンネルなり橋梁なり道路等の維持補修関係に今後重点を置かれておりまして、上

峰町におきましても今後そういう点検をしていかなければならないということで、そういっ

た予算の配分の動向でございます。ただ、私どもといたしましては、地元の同意を取りつけ、

いち早く事業採択に向けて国のほうにいち早くしていかなければならないというふうな状況

でございます。 

 なお、11月10日の国土交通省につきましては、上峰の武廣町長と鳥栖市長、それから神埼

市長の３名と事務局ということで要望に参って、関連の内容の事業を強く要望していただい

ているということでございます。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいま10月あるいは11月に要望活動した内容についてお聞かせいただきました。要する

に、これまでもそうでございましたので大体想像はつきますが、まずは地元地権者の同意を

とってくださいということが結論かと思います。 

 その中で、これまで担当課長初め、鋭意努力をいただいて、12名の地権者がいらっしゃる

中で８名の方に同意をいただいたという報告を受けておりますが、その後において残りの４

名の方々に対してもその都度、御理解をいただくための説明はされているかと思いますけれ

ども、先ほどもちょっと触れましたように、予定としてはことしじゅうに全員の皆様方から



同意をいただきたいということで計画もされておりますので、あと１カ月余りになりました

が、できれば計画どおりに全員の方からの同意をいただくように、まだ今後についても取り

組んでまいりたいと思いますけれども、この辺につきましていろいろ御理解いただくための

説得といいますか、説明する中でいろんな工夫はされているかと思いますけれども、どんな

でしょうかね、実際のところいろいろあの手この手でされているかと思いますが、なかなか

同意が得られないということは何が原因でそうかなと、かたくなに同意をいただけないとい

うのは何かそこに原因があるのかなという感じもいたしますが、その辺もし御披瀝いただけ

ればと思いますが、いかがでしょう。 

○建設課長（白濱博己君） 

 前回ですか、議会のほうでも私、今年中に向けて努力をしたいということで言っておりま

した。この交渉につきましては、６月16日から鋭意相談をしておるわけですけれども、先ほ

どの議員御指摘のように、全員の同意がまだとれておりません。この件につきましては、10

月23日に地区の役員会ということで、現在までの報告ということで区長、それから役員さん

方に説明をいたし、今後の方策として協議を行ったところでございます。 

 詳細につきましては、ちょっと今後のこともございますので、言える状況ではございませ

んが、家屋関係の移転ということも含めてではございますが、私ども今回、事業の計画、法

線と歩道整備をするための全体的な計画と、それから調査同意ということで、具体的な交渉

までには私ども入っていけません。ですが、地権者といたしましては、具体的な、例えば補

償なりというふうなことも話されるもんですから、実は11月14日に国道事務所のほうにそう

いった経過を報告いたしております。その詳細につきましては報告をしておりますが、国と

いたしましても、事業化になりませんと、なかなか本人さんたちに一緒に出向いていかれな

い状況ということで、重ねて事業同意の説得を、全体的な説得をということで、あと個別的

には事業化がなって、予算がついて用地交渉というふうな段取りになるかと思いますけれど

も、その段階の手前のことですので、全体的な御協力をお願いしますということでは言って

おりますけど、ちょっと現在までには至っておらないというのが状況でございます。 

 今後につきましても、鋭意、例えばさらなる区長さん、それから役員さん方、またいろい

ろな方法で、国の御指導なり協力支援もお願いはしておりますが、なかなか無理ということ

で、そういった側面からのいろんな形での、今までの例も含めて知恵を拝借しながら、今後

とも努力していきたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 なかなか簡単にいく問題ではありませんので大変だと思いますが、先ほど答弁いただいた

ように、今後も鋭意御努力いただきたいと思いますが、そういう中で現在のところは担当課

長が主体となって、そういう理解を求めるための説明をされているように聞きますけれども、



やはりこれも一応行政として計画、いついつまでにはこれをやる、いついつまでにはこれを

やるということを計画を立てて進んでいるわけですから、なるべくその計画に沿って進捗す

るようにしていかなければならないことはもう言うまでもないことであります。 

 そういう中で、これまで答弁をいただいてきた中で、まず第一には地権者の御理解、同意

をいただくのが先決で取り組まなくちゃならないということで、課長もそう、町長からも答

弁をいただいておりましたけれども、それでは、いよいよ残りの４名の方に御理解をいただ

くために、町長が出向かれて理解を求めるための説明といいますか、をされることはどうか

と思いますが、いかがでございましょうか。 

○町長（武廣勇平君） 

 先ほど担当課長が申しましたように、今は用地買収の議論に入る前の調査設計をするため

の同意でございまして、その時点で地権者の方が御懸念なのは、地元の地域から出ていかな

ければならないのではないか、また一度この調査同意に判を押すと強制的に移転させられる

のではないかという懸念がございます。そうした払拭をするためには手続の流れをしっかり

お伝えすることであるというふうに思っておりまして、その時点では今、担当課のほうで進

めていただいているわけでございまして、私が地元に入って説明することではないと思って

おります。現在、この事業は国道事務所が主体となって行う、事業化をするために、まず地

元の声というものをしっかりコンセンサスをつくってあげる段階にございますが、そもそも

期成会になっているということですから、最初、就任時は地元からの要請があったものとい

うふうに思いましたが、当時の議会といいますか、執行部の判断でこの期成会は立ち上がっ

ているという経緯がございます。要するに、ねじれた格好から始まっているものでございま

して、この点についてはこの期限を我々が先に設けて、計画、事業化していくという視点で

はなく、地元の皆さんの御理解が得られた際に事業化がなされるべきだというふうに判断を

しているところでございます。 

 ４名の方が今誤解をされておられる点については、手続を詳細に示せば御理解いただける

ものだというふうに思っておりまして、何か奇策があるわけでもなく、必要な時期にそうい

う説明会等を設けてまいりましたし、同じことをしっかりお伝えをしていくことで理解は進

んでくるんじゃないかというふうに思います。 

 また、周辺の交通事業等を見ましても、大変交通事故が最近になってふえている現状から、

地域で推進をしたいという人たちの声も高まっていると認識しておりますので、そうした環

境の変化も受けながら、推進をしたいという地域の方々の御協力も得ながら、手続について

流れを説明していくことが必要だろうというふうに思っております。 

 以上です。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいま町長がこの交差点改良の一番始まりの部分の話もされましたが、そういうことが



あったかもしれませんけれども、今現在見たら、皆さんがあそこは渋滞地域で困っていると

いうのが現状であります。これまでも毎朝、ラジオ等でも渋滞地区、切通交差点というのが

放送される、それを聞くたびにやはり早く改良工事ができるようにしなくちゃならないとい

う答弁も再々出ておりましたし、私たちもそういうふうに思ってきております。そういう中

で、まだまだ長が出向いてする時期ではないというふうな感じの答弁でありましたけれども、

それはとりようかもしれませんけれども、中には担当課からの説明は十分聞いて、ある程度

は理解をしておりながらも、やっぱり町長が来てくれたらという気持ちがなきにしもあらず

もありゃせんかいという感じがするわけですね。ということは、やはり長が足を運んでくれ

て、そこの重要性、必要性を説いてくれたら、それで安心して同意もしようかなという感じ

で、ひょっとしたらおられるかもしれない。ですから、そういうことも踏まえて、ぜひ町長

にも一度は足を運んで説得といいますか、説明をしてもらえたらいいんじゃなかろうか、早

晩いい形での同意がとれるんじゃなかろうかなという感じがするものですから、お尋ねをし

たわけでございますが、いま一度いかがでございましょうか。 

○町長（武廣勇平君） 

 ８番大川議員の再度のお尋ねでありますが、まず御理解をしていただきたいのは、私も大

川議員はこの件については経緯をしっかり把握されておられると思っておりましたが、それ

が前提でお話を申し上げてまいりましたけれども、私は一度二度地元に足を運んで説明会に

参加させていただいて、むしろ開いている立場で参加をしております。その時点での状況を

しっかり理解した上で、大変御理解がいただけない形でこの事業がそもそも始まっていると

いうところを確認しまして、現在、その手続の流れ、調査同意をしなければ、まず用地交渉

等に入れないということ、また事業化がなされないということを担当のほうから説明をしま

しても理解いただけない状況にあるという中で、私の先ほどの判断、先ほど言いました事務

手続の話をしっかりとしていくこと、また、国道事務所の事業でございまして、国道事務所

も事務手続をする前に、橋脚の改修であったり、また国道事務所として法線を示したりする

ことができないかということを求めたわけでございますが、そうしたこともまだ事業化がな

されない上では難しいということで、法線については聞いたところでございまして、今の状

況では納得いただけないことがしばらく続くのではなかろうかと言わざるを得ません。その

意味で、時期を見て４人の方が反対をされておられるということで大川議員の口から出まし

たけれども、その方々にも温度差があられると思うんです。そうした方々がどういう状況で

不信感を持っておられるか、その一つ一つを担当のほうでしっかり把握しながら、タイミン

グを考えていくべきだというふうに私は判断をしております。 

 用地交渉等で地元の方と交渉が難しくなっているというわけではございませんで、今のと

ころは調査同意さえできない、また集会の開催さえ以前は認めないというような声もあった

ということでございますので、期限を定めて、その期限までに強制的に執行していくために



地元の方々の声をないがしろにはできないなというふうに思っているところでございます。 

○８番（大川隆城君） 

 今答弁いただきましたが、私が先ほど計画に沿ってということで発言しましたけれども、

それはやはりいろんな事情があってできない場合もあることははっきりしています。ただ、

それを、じゃ計画から大幅にずれてということだけで進むと、それがいつ実現するかわから

ないようなことになるもんですから、ある程度は計画に沿って進めていくことが必要だとい

うことはもう言うまでもないことであります。そういう中で、いろんな事情があることも推

測できます。ですから、なかなか、もうこの件については何遍も言いますように、難しい問

題であるからこそ、今までも時間がかかっているということであります。しかし、そう言い

ながらも、やはりできるだけ早く渋滞緩和、それから事故防止等々を考えてみれば、なるべ

く早くに実現するように努力をしていかなくてはならないことも、これまたはっきりしたこ

とでもございます。ですから、なかなか大変ではございますが、今言われたように、今後に

つきましても町長初め担当課、そして地元の区長さん、役員さん方、一緒になってさらに前

に進んでいきますように御努力いただくことをお願いして、この項は終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 答弁は要りませんか。（「結構です」と呼ぶ者あり）はい。 

 次に進みます。坊所城島線の歩道整備に関する進捗状況は。年内の進捗状況はどうか。ま

た年度末に向けての進捗はどうか、執行部の答弁を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 ２番目の坊所城島線の歩道整備に関する進捗状況はということで、年内の進捗状況及び年

度末に向けての進捗はどうかということでございます。 

 この件につきましても、９月議会でも報告をしていました。９月に関係地権者からの調査

同意をいただいて、東部土木事務所に提出をしておるところでございます。県といたしまし

ては、その資料、提出した分をもとに本課のほうに調査費の予算要求をしていただき、今年

度予算化をしているという状況を鳥栖の課長のほうからお聞きをしております。ですから、

年度中の調査測量になるものと思っておるところでございます。今後につきましては、事業

採択となりました際には、具体的な調査結果をもとに地元なり、また関係地権者への説明会

等々が実施され、事業化に向けて進んでいくものという説明をお受けしておるところでござ

います。 

 今後につきましても、町といたしましても、用地交渉の段階になりましたならば、また関

係地権者への積極的な土木事務所への支援なり、今後とも早期に事業化に向けて重ねて要望

を続けてまいりたいということで思っておるところでございます。 

 以上でございます。 



○８番（大川隆城君） 

 それでは、確認ですけれども、先ほど言いましたように、10月、11月に測量に入るという

ことで前回答弁、行政報告でも聞いておりますが、先ほどは年度中にはという言い方をされ

たんですが、それは10月、11月には測量はしていないということですか、それともしている

ということですか、その辺ちょっと確認させてください。 

○建設課長（白濱博己君） 

 調査につきまして10月なり11月ということで答弁をしておったかと思っておりますが、県

にお尋ねしているところにつきましては、県としてもいち早くその要望につきまして県の本

課に提出していただいているとお聞きしておりますが、結果的に事務的なことになるかもわ

かりませんけれども、予算化がおくれていたというふうなことで聞き及んでおります。現在

は予算化をしていただいておりますので、今後、その予算をもとに東部土木事務所のほうで

調査に至るものということで、10月、11月に答弁していた件につきましては、済みません、

大変おわび申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 それでは、先ほどの件についてはずれ込むということですたいね。なかなか残念ですけれ

ども、やはりこれが町独自ならだけれども、県がするものだからと以前答弁もありましたが、

ことごとくさように当てにならないところもあるということですよ。ですから、ふだんから

要望は強力にやらなくちゃならないということに私は思うわけです。 

 そういう中で、一つこれまたお尋ねですが、江越地区の、あそこは地元の方に聞いたら江

越の五丁田というらしいんですが、北のほうに三、四軒、家がありますよね、あれのちょっ

と北のところに部分的に、メーター数はちょっと把握していませんが、歩道らしき整備をさ

れておりますが、あれはどういうふうなことでされたものか、あれも歩道整備の一環として

されたものか、その辺をちょっと確認させていただきたいと思います。 

○建設課長（白濱博己君） 

 先ほど８番議員から江越地区の県道ののりの整備改修ということで、今現在工事が終わっ

て、道路の部分の歩道ではございませんが、道路の分の拡張があり、そこに転落防止柵の

ガードレールを敷設していただいて、延長が約80メートルでございます。この件につきまし

ては、上峰町としてこの県道坊所城島線の歩道整備を加茂から町民センターまでの分を第１

希望といたしている分ですが、そのほかに井手口地区、それから運動公園から南の右のほう

ですね、石の歩道がないということで、３地区を鋭意要望しておるわけでございますけれど

も、その南部につきまして、その要望によりまして、拡張ということになりますと、事業化

で事業採択にしなければなりませんが、県道の維持管理ということでその要望を一部満たし

はしませんが、そういう形で拡張をしていただいております。あそこはのりで雑草が生えて



いたということで、県道の管理上でもございますが、町といたしましては、今後、現場を見

させていただいて、結構整備がなっているという関係で、今後につきましても維持のほうで

の予算での要望ということで随時拡幅をということで、今もしておりますが、今後につきま

しても要望をしていきたいと。 

 なお、東側に歩道がございますが、東側の歩道にも歩道幅が１メートルから１メートル50

ございますが、そのほかにのりということで、そういうＬ型での敷設をしていただくと、歩

道面が幅が拡幅されますもんですから、そのことも含めまして、今後も整備をお願いしてい

きたいということで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 今、課長からこの役場から加茂交差点以外の部分、３カ所ですかね、井手口と中央公園か

ら南、それから江越から三根境まで、３カ所、東側が１カ所、西側は２カ所という形になっ

ておりますけれども、その件についても触れていただきましたが、今言われるように、のり

尻から立ち上げれば結構な面積が出ますし、それに歩道の幅員をとるために農地をといった

ら、案外思ったよりかは少なくて済むんじゃないかという感じもしますので、今後ぜひ要望

をし続けてもらいたいと思います。 

 今言われた約80メートルが草の除草関係の管理上のことでされたというようなことであり

ますけれども、やはりこれいつも要望をし続けとったら、今回がどういう名目の予算か知り

ませんが、県としてもそのときそのとき予算があればすぐしてくれると思うんですよ。です

から、一遍にここからここまで何百メートル一遍にと、それは無理だろうと思いますが、少

しずつでも今回の80メートルの整備をされたような形ででもいいから、少しずつでも延ばし

ていければ、それにこしたことはないんですよね。とにかくこの県道沿いは、今言う南部の

地区からの通学道路にもなっているわけですから、やはり両側に歩道が必要だというのはも

う皆さんお思いでもありますし、今後も鋭意要望をし続けてもらいたいと思います。 

 また、この関係で、以前からこういうことを要望していく上においては、やはり執行部、

議会一緒になって県に対しての陳情等も必要ではないかということも再々申し上げてきてお

りましたけれども、そのたびごとに答弁としましては、タイミングをはかって検討するとい

うふうなことでの答弁をいただいておりましたけれども、再度お尋ねをしたいと思いますが、

そういう県に対しての要望、陳情についてどういうふうにお考えかを再度お尋ねしたいと思

います。 

○町長（武廣勇平君） 

 これもまた８番議員に以前申し上げたと思いますが、進捗を見ている事業についてよりも、

進捗していない事業について皆様のお力をおかしいただき、進捗を見ているものについては

行政同士で進めていくほうが、皆様方というよりも、私どもとしても効果的に事業の進捗が



いくんじゃなかろうかと私自身は考えているところでございます。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいまの陳情、要望についての考え方といいますか、私は以前から言っておりましたよ

うに、もういよいよ動き始めたとするならば、それをなおさらに前に進むようにするために

陳情・要望活動を鋭意続けて、その進捗が少しでも延びるようにすることが必要だと思って、

今まで陳情活動についてのお話をさせてもらっておりました。しかし、今の町長の考えとは

少し違う部分もあるような感じがいたしますが、いずれにいたしましても、この件について

も何遍も言いますように、町が歩道整備をやるということを表明されて動いているわけであ

りますから、やはりこれも以前からの長年の要望事項でもあるし、改めて今年度の当初にそ

ういう表明もされておりますもんですから、一日でも早く前に進むようにしていくべきだと

いうことで質問を今までさせてもらっておりましたが、今後についても、これまたなかなか

簡単にはいかない部分もあるかと思いますが、鋭意努力していただきますようにお願いをし

て、この項は終わります。 

○議長（中山五雄君） 

 次に進みます。大きな３番目、県道の地盤改良に係る振動調査の結果はということで、そ

の中の１点目、10月に振動調査をされたと思うが、結果はどうであったのか、執行部の答弁

を求めます。 

○建設課長（白濱博己君） 

 ３番目、県道の地盤改良に係る振動調査の結果はということで、10月に振動調査をされた

と思うが、結果はどうかということでの質問でございます。 

 この件につきましては、御存じのとおり、６月議会に請願として提出されまして、早々土

木事務所への報告をいたしておりました。八枚地区及び江越地区にかけての路盤関係で、過

去の改良経過について調査すべく、県といたしましては、その区域４カ所につきまして地質

調査を７月から８月にかけて実施をされております。その調査結果につきましては、詳しい

内容は聞いておりませんが、概略説明を受けた中では、当時、路盤改良が施行されておらず、

舗装部、路床部の厚さについても調査箇所でばらつきがあるということでの確認がされてお

りまして、また、道路の支持力についても低い数字となっておりまして、その数字につきま

しては、その地域が軟弱地盤との結果が出ておるようでございます。 

 この振動調査ということでございますが、それを受けまして、当初10月にということで実

施予定とお聞きしておりましたので、その分について９月議会で報告をさせていただいてお

りました。がしかし、大変申しわけございませんが、その後の天候なり、また付近、先ほど

江越地区での道路の補修工事、改良工事ということで、ちょうどその期間が合いましたとこ

ろで、正常な振動調査ができないと。県道につきましては、一部片方通行で車等が渋滞とい

うふうなことでございましたので、結果的に業者に入札はしていただいておったようでござ



いますが、検査する業者のほうと県との協議の中で延期を見ております。聞くところにより

ますと、12月の上旬にいたすということで、これにつきましては地元のほうに連絡をしてお

るところでございます。その結果をもってその対策を検討されるとお聞きしておりますので、

今後、内容につきましては注視をしていきたいと思っておりますし、今後につきましても請

願の内容のとおり、早急なる路盤改良工事につきまして今後とも要望を重ねていきたいとい

うことで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 今、10月に予定しておった振動調査ができずに、12月上旬にやるということでの答弁をい

ただきました。これは先ほど説明があったように、いろいろ道路整備関係の事情があってで

きなかったということであれば、やむを得ませんので、やはり一番調査結果が確実に出る時

期といいますか、そういう状況を見てされることは当然だと思いますので、12月上旬には必

ずされるものと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 それと、その結果を踏まえて、この路盤改良、地盤改良関係についてはまた要望していく

ということであります。これは本当に地域の方々がそういうふうな振動等で御迷惑を受けら

れているということであれば、やはりその解消に向けて取り組んでいかなくちゃならないこ

とでありますので、この結果が出た後にその辺も十分県と協議をされて、ぜひこの路盤改良

に進むように、これまた努力をしてもらいたいということをお願いして、この項は終わりま

す。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 次に進みます。大きな４番目、改正地方教育行政法の新年度施行に向けてということで、

首長の権限強化等報道されているが、当町としてはその範囲はどう区別されるのかというこ

とで、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 ８番大川隆城議員の改正地方教育行政法の新年度施行に向けてという質問をいただいてお

ります。首長の権限強化等報道されているが、当町としてはその範囲はどう区別されるのか

ということでございますが、教育委員会制度を見直すための改正地方教育行政法が可決され、

成立し、来年４月の法律の施行に向けて60年ぶりに大幅な見直しがなされました。 

 戦後間もない昭和23年にできた教育委員会制度が戦前の教育の反省に立ち、教育が政治か

らの影響を受けないようにするという方向性で、都道府県知事や市町村長が介入したくても

できないように政治的中立の確保、方針の継続性、安定性の確保、地域の人たちの参加で住

民の意向を反映するという３つの大原則が掲げられ、都道府県と市町村に教育委員会を必ず

設置することに現在なっております。その教育委員会制度を60年ぶりに大幅に見直すために



行われたのが今回の地方教育行政法の改正ということで、きっかけは大津市を初めとする中

学生のいじめ自殺問題でございました。教育委員会の対応が後手後手に回るなど、批判が相

次ぎまして、事務局側が教育委員に詳細な情報を伝えなかったこともその事件では明らかに

なりました。制度そのものに問題があるという声を受け、教育委員会に任せるのではなく、

首長が責任を持って教育行政を進める必要があるとして権限を強化する方向で議論がなされ

まして、平成26年６月、３つの案の中から教育の中立性を担保し、執行権は教育委員会に残

した上で、首長が総合教育会議を開催すること、また教育委員長と教育長を一本化した新教

育長を設置するということ、また、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化、そして

教育に関する大綱を首長が策定するという大きな４つのポイントで教育委員会制度が変わっ

てまいります。 

 本町におきましても、認識としましては、執行権は教育委員会が持ち、議員は首長の権限

強化という表現をされていますが、教育長の権限が強化されると同時に、教育行政に対して

総合教育会議を設置することで密接な関係を予算編成権を持つ首長と連携が可能になるとい

うふうに私自身は理解をしているところでございます。 

 本町におきましては、幼保連携認定こども園に関することは首長部局で、教育財産の取得、

処分についても首長部局で、契約の締結、予算の執行についても首長部局で職務を分担して

おりますし、教育委員会としましては、学校教育に関すること、公立学校の設置、管理、教

職員の人事、研修、児童・生徒の入学・転出、学校の組織編制、教育課程については教育委

員会が所管し、生徒指導、教科書採択、校舎等の施設の整備についても教育委員会が担任し

ます。また、社会教育に関することとして、講座、集会の開設等、社会教育事業の実施、公

民館、図書館、体育館等の設置管理を教育委員会が所管をすることになります。また、文化

財の保護に関すること、また加えて学校における体育に関すること、これらも教育委員会が

所管するという理解で職務の分担をしているところでございます。 

 また、条例制定すれば、首長部局に所管を移管できる事項も、文化に関すること、スポー

ツに関することでございますけれども、これまでどおり教育委員会の職務として私は理解を

しているところです。 

 以上が本町における行政の範囲をどう区別するかということに対するお答えとさせていた

だきます。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいま答弁をいただきました。そういう中で、先ほどもちょっと触れられましたが、資

料がちょっと古くて申しわけないんですが、改革法が成立したのがことしの６月ですね。そ

して、手元に持っているのが６月14日付の新聞資料を持っておるわけで、ちょっとさっき言

いましたように、日にちが古くて申しわけないんですけれども、その中でいろいろ今後の改

革法の施行に関しての記述がるるある中で、先ほど言われたように、以前の教育委員長と教



育長が一緒になった形での新教育長、これは町長が任命するという任免権があるということ

で、それはどうしてかといったら、さっきも出ましたように、いじめの問題等々についての

責任の所在をはっきりさせるということ、それについてはもうそのとおりだと思っておりま

す。 

 そのほかに、政治的中立性を確保するため、現行どおり教育委員会を教育行政の最終権限

を持つ執行機関として残したとしながら、いろいろ出た中で、近隣の首長さんの意見という

のがここに載っておるわけですが、鳥栖の市長さんのコメントとしては、総合教育会議は首

長と教委が意思疎通を図る場になり、いじめ案件などの初動がうまくいくと考えるという歓

迎されているコメント、その反面、我が上峰町長、武廣町長のコメントとしては、選挙で選

ばれる首長が教育行政の執行権を持つべきだと、改革は不十分だというコメントを示されて

おりました。また、横尾多久市長は、首長と教委が協力して教育をよりよくするのが目標だ

というふうな受けとめをされているというコメント、そういう中で、県の市町教育長会連合

会長である多久の教育長さんが言われる中では、一般論と前置きした上でありますけれども、

任免権がある首長の意見をむげに断るのは難しく、押し切られるケースも出てくるのではな

いかというふうなコメントも示しておられます。 

 それと、今度は教育大綱をまとめるのも首長権限の中に入っているかと思いますが、この

関係では、大綱の策定権限は首長にあり、教育委員会が同意していない事項が記載されるこ

ともあり得ると文部科学省が答弁をしたというようなことも載っております。そういう中で、

今後の運用がきちんとされるようにというようなことも載っているわけで、いろいろ聞いて

みますと、先ほど細かい部分も説明をしてもらいましたが、やはりもう少しきちんとしとか

んと、今言ったようなことでのあつれきといいますか、何か混乱する場面が出てきたら大変

だなという心配をするものですから、どこまでが首長権限、どこまでが教育長かというのを

もう少ししとったほうがよくなかろうかなという感じがしたもんですからお尋ねをしている

ところでございます。そういうことがありませんということであれば、もう問題ないんです

けれども、初めてのことでもあるもんですから、いろんなことが懸念されますもんですから

お聞きをしているわけでございますが、先ほど通告書には首長のほうばかりのことを書いた

ような形になっておりますが、今後、どういうふうにするかは当然執行部と教育委員会、教

育長あたりとの協議も十分されているかと思いますので、先ほど町長からのお考えを聞かせ

てもらいましたので、教育長がどういうふうにそれを受けとめられているか、ちょっとお尋

ねしてみたいと思います。 

○町長（武廣勇平君） 

 済みません、まず教育長がお答えになる前に、その新聞記事の掲載について、私が申し上

げたことについては、26年６月に新教育委員会制度をつくられるときに、３つの案があった

と申しました。現行案と首長に執行権も置く、明確な責任体制をしくＡ案と、公明党が提案



しているＣ案ということで、私自身は、先ほど議員がおっしゃったように、独立して教育行

政の責任を持つとされながら、首長が直接任免権を持つわけですから、実質的に教育長が首

長の部下のような存在になる可能性があるということは、広くその案をつくられる際に懸念

事項として言われたことであり、責任を明確によりするために責任体制がはっきりするＡ案

を支持する立場から申し上げたことでございますが、現在はもうこれ法律が定められており、

町政運営をしていく上では、教育委員会に教育の中立性を保つというところで執行権は教育

委員会に置かれるものとして運営をしていかなければいけないという立場でございます。 

 私は以前、教育委員会は中立性を持って運営されるべきだと思うし、首長が教育行政に介

入することはできないと以前のこの議論の中で申し上げましたが、現行法上、それはできな

いということで理解していますので、総合会議においても比較的教育委員会の担任されるこ

とについてはオブザーブ的に私は招集するだけにしながら、予算等の執行に遅滞なきように

努めるよう情報収集をする立場で臨んでいきたいというふうに考えております。 

 そのほかのことについては教育長から答弁があると思います。 

○教育長（矢動丸壽之君） 

 皆さんこんにちは。８番の大川議員からのお尋ねに教育長としてお答えさせていただきま

す。 

 まず、新教育長の任命、私の認識は、首長の任命責任の明確化だと、これまでは教育委員

の中の互選で教育委員が選んで教育長を決めていたんです。今度からは教育長は首長の責任

で任命するという、その責任体制が明確になったというふうに考えております。 

 それから、総合教育会議につきましての意見が合わないというようなことがあったらとい

うことですけど、それは当然いろいろ教育行政に関しては首長の考え方と教育委員会として

は幾らか違いが出てくるかもわかりませんけれども、そこで協議調整をするとなっておりま

すので、協議調整ができたものについて取り決め、進んでいくわけでございまして、それが

なかなかまだ一致を見ないということであれば継続するということになっていって、それを

しなかったからどうのこうのということにはならないというふうに考えていますけれども、

極力首長と意見を協議調整して一致していきたいというふうに考えているところでございま

す。押し切られるケースはほとんどなかろうというふうに、これまでの上峰町の教育行政に

おいて考えてみれば、ほとんどなかろうというふうに私は考えているところでございます。 

 それから、大綱を策定する場合は、総合教育会議で当然諮ってつくっていくわけですから、

ここでも一致を見るわけですけれども、この大綱についてもこれは首長が決めるわけです。

ですから、これは意見が一致しなくても首長がつくられたら、そこに記載事項となります。

しかし、それに書かれたものに対してもう明らかにそれはできませんというふうな形でした

ら、職務専念義務違反になろうかと思います。ですから、そういう場合には付記事項として

一致をしていないような旨の何かを書きなさいというのが文科省の指導でございます。 



 以上、そういうふうな形でいろいろ総合教育会議、あるいは大綱策定につきましてもあり

ますけれども、本町におきましては、首長と十分連携を図りながら教育行政をしっかりと進

めていきたいと考えているところでございます。 

 以上、回答を終わります。 

○８番（大川隆城君） 

 答弁ありがとうございました。それこそ先ほど出ておりましたように、60年ぶりの改革で

あるもんですから、とにかくまだまだ実際にやってみらんとわからない部分もあるかと思い

ます。ですから、今後、実施していく上で、きちんとまた整理をしていかなくちゃならない

部分もあるかと思いますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 そういう中で、私がこれまでの関係でちょっと思ったのが、以前、例の学校関係の大規模

改修事業の件がずっと論議されてきた経緯がありましたですね。そうすると、結局最終的に

は31年度以降に延期というふうな形に今のところなっておりますが、あれの関係の話のとき

になかなかお互いにかみ合わないというか、教育委員会サイドはこうだと言う、執行部サイ

ドは予算的な問題がこうだと言って、かみ合わないで、私たちが聞く間、何で整合性がない

じゃないかというふうな感じがした部分があったことは事実かと思います。これは議会の皆

さんはそういうふうな受けとめをされている方が多かったんじゃなかろうかと思いますけれ

ども、そういうようなことも今後につきましては、先ほど出ました総合教育会議とかでの論

議は十分に重ねられてどうするかということが決まっていくだろうと思いますが、今後はそ

ういうことの、何といいますか、言葉は悪いが、ちぐはぐ的なことは出てこないと思います

が、その辺いかがでしょうか。これ失礼な聞き方かもしれませんが。 

○教育長（矢動丸壽之君） 

 ８番議員のお尋ねにお答えします。 

 本当にいろいろとさきの議会などでも御心配をかけてきたこと、そしてまた御協力いただ

いていますことに感謝申し上げます。 

 ただいまのお尋ねですけれども、まさに総合教育会議と申しますのが、今、議員が申し述

べられたようなことについて予算の組み立てとか施策の前の打ち合わせを首長としっかりし

て、予算をどうしていくかというものなどで絡んでいくというふうに思っております。最終

的に予算が絡んでいるから首長がというふうになってくると思っておりますので、今言われ

たこと、それから統廃合なども大きく文科省でも書かれておるところでございますので、そ

ういうことについていろいろと研究をさせて、協議調整をさせていただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○８番（大川隆城君） 

 いろいろとお尋ねをしましたけれども、最終的にはいかに上峰の子供たちを優秀な人材と

して送り出すかということが、もう皆さんの最終目的でもございます。ですから、制度が変



わってよりよい形でそういう人材育成に携わっていただくということを切にお願いをしまし

て、この項は終わります。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 次に進みます。駐屯地ヘリ隊移設に関しての説明等はあったのか。常駐の防衛省担当官あ

たりから何らかの説明はあったのか、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 ８番大川隆城議員のお尋ねで、駐屯地ヘリ隊移設に関しての説明等はあったか、常駐の防

衛省担当官あたりから何らかの説明はあったのかということで、先ほど登壇された際に、首

長会議、先日、佐賀県町村会におきまして、11月27日に開催しました要請内容の説明会につ

いての内容と、この防衛大臣企画官である、もとの地域協力本部長との接触について説明を

ということでお話がございました。 

 まず、首長会議の内容を申し上げます。11月27日に10月６日に佐賀県のほうに左藤防衛副

大臣が説明をされた内容を含めた話を佐賀県町村会に説明をしていただいたところでござい

ます。槌道九州防衛局長と柏谷九州防衛局企画部長、池田地方調整課長、また地方調整課補

佐に加え、遠藤大臣官房企画官に、また地方調整課地方協力課補佐が説明に来られまして、

10町の、正確に言いますと９町の町長と１副町長で、配備の方針についての動きの経緯、配

備計画を佐賀県に説明された内容について、整備計画についての話を経緯を確認した後、有

明海佐賀空港への具体的な飛行ルートや離着陸回数の具体的な数字を交え、副大臣来佐時の

説明内容も説明いただきました。 

 空港運用に支承がないという判断を現在、佐賀県知事がされておられますが、そうした御

説明を受け、私からはヘリ移設について新たな基地機能であったり、さきごろＶ－22オスプ

レイ、アメリカ・ボーイング社のオスプレイにそのティルト・ローター機が決定したようで

ございますけれども、それの騒音の大きさがＣＨ輸送ヘリと同じぐらいの大きさだというこ

とを聞いておりました。実際どれぐらいの騒音量で、どういう音なのかということを質問し

たところでございます。 

 さきの９月議会までに御説明をした点につきましては、これまで佐賀県に防衛省が７月22

日に説明に行かれた内容と、また当時の小野寺防衛大臣が知事を訪問された８月25日に来佐

された内容についての説明を受けていた、上峰町として受けたことをお伝えを申し上げてい

たと思います。具体的には、７月22日に防衛省から佐賀県への要請内容についての説明を本

町にも来ていただいたこと、また９月２日、小野寺防衛大臣、知事訪問後、県と市議会に九

州防衛局が計画内容の説明をされた内容について私どもに説明をしていただいたということ

を申し上げていたと思います。 

 今回、町村会で聞いた内容は、左藤副大臣が来佐されたときの説明、すなわちティルト・



ローター機の運航の範囲とその航路、また進入角度、高さ等の話を具体的に受けたところで

ございました。 

 また、先ほど防衛大臣企画官との接触について何らかの説明があったかということでもお

尋ねでございますが、防衛省佐賀県連絡調整事務所長に大臣官房企画官遠藤氏が就任された

ということでございますけれども、９月18日に本町にも御挨拶に来られまして、私どもから

申し上げましたことは、スピーディーな情報収集に欠けているということで町と防衛省の間

に立っていただいて、例えば、新たな計画内容が明らかになった場合、また周辺市町がこの

佐賀空港へのヘリ移設計画について新たな動きを見せた場合に、すぐ連絡を迅速にとってい

ただくようにお願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいま町村会に対しての説明の内容についてお聞かせいただきました。ありがとうござ

いました。 

 要するに、先ほどの総括のときにも触れましたように、オスプレイあるいは目達原駐屯地

のヘリ隊が佐賀空港に移設した場合のことでの説明が主体的な説明だったか思いますが、そ

れももちろん重要であります。と同時に、上峰町あるいは吉野ヶ里町は、そのヘリ隊が出て

いくほうですよね。来るほうじゃなくて出ていくほうです。ですから、皆さんが一番心配さ

れているのが、例えば、今までの防衛省関係の補助関係がそのヘリ隊が移設したらどういう

ふうに変化するものかということあたりが一番の関心事であるわけですけれども、それらも

新しく移設して配備するところの話も当然十分なる説明をしながら進めていかんといかんで

すが、出ていくほうの手前のほうについての今後の対応についても、やはりもうそろそろど

ういうふうですよというような話があってしかるべきじゃなかろうかということを思います

もんですから、その辺についての説明があったのかどうかということをお聞きしているわけ

でありますけれども、再度お尋ねしますが、その辺についてはこれまで説明があったものか

どうか、あるいは近々その説明を受ける予定があるのかどうか、その辺をお尋ねしたいと思

います。 

○町長（武廣勇平君） 

 先ほどの経緯について、もう１つつけ加えさせていただきたいと思います。 

 10月10日、佐賀市、佐賀県庁に吉野ヶ里町と上峰町、担当課のほうで訪問をしておりまし

て、県に現在の計画内容等の確認をし、市に受け入れるための条件等々、現在、検討会を調

査委員会を開かれているということで聞いておりますが、その情報等を確認しに行っており

ます。 

 今申し上げられました環境整備法３条から９条に係る上峰町に対する防衛省の補助、交付

金等についての話につきましては、実際、現在のところ、防衛省の説明がまだ不明確である



ということで、何ら先ごろの議会で御説明した内容と変わらないわけであります。 

 実際、ヘリの移設が50機を予定しておりますが、実際の移設がどれぐらいになるものなの

か、これは佐賀県、佐賀市、漁協との話の結果、見えてくるものだと思っておりますが、現

在、佐賀県が民間の空港使用に影響はないということだけが一つ古川知事の方向として出た

わけでございます。今後、次第にそうした状況が見えてくることになると思いますけれども、

今のところはまだ説明が不明確でわからないといったところが公式の防衛省からの説明でご

ざいます。 

 以上です。 

○８番（大川隆城君） 

 まだ説明としては確たる説明がないというのが現状だということでありますが、やはり気

になることではございます。ですから、これがどのくらい先でどうかというのはまだまだわ

からないと思いますけれども、やはりその時が来たときには、当然お考えになっているかと

思いますが、行政に対しての説明プラス議会に対しての説明も十分してもらいたいと思って

おりますけれども、その辺については長としてどういうふうにお考えか。それは議会として

要望をしなくちゃできないものか、それとも執行部サイドの裁量で議会にもということでし

てもらえるものか、その辺をひとつ確認と言ったらおかしいんですが、ちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○町長（武廣勇平君） 

 大川議員のお問い合わせでありますけれども、議会に対する説明を防衛省にしていただく

ことは議会のほうから求めていただければと思います。私どもは防衛省が事業主体であって、

今回の空港移設に伴うヘリ移駐についての状況の説明をいただいているわけでございますの

で、その点を議員の皆様から求められれば答えるというところで、現在説明をさせていただ

いているところでございますが、二元代表制、住民の代表であります。首長も議会も同じ住

民に対する説明責任を負うものだという立場からは、議会のほうで、佐賀市あたりも説明会

を招集していただいておられると聞いておりますし、その点は、その議会の動向について私

が何か口を挟むべきものでもないだろうというふうに思っているところです。 

 今回の防衛省の話についても、現在、随分時間を経て明確になりつつある部分もございま

す。空港移設の運航計画については随分明らかになったというふうに理解をしています。こ

れから空港移設が進むことに伴い、ヘリ移駐の話にも関心が向いてくるのではないかという

ふうに私も理解をしておりまして、その点、防衛省から逐一説明を受けた分については、行

政として受けた内容については議会の皆様には説明をしていくことは心がけていきたいとい

うふうに思っています。 

○８番（大川隆城君） 

 ただいま町長から最後に答弁いただきましたように、今後、時期はわかりませんけれども、



やはり今後の進捗についていろいろ行政、執行部のほうに連絡があった折には遅滞なく議会

にも報告といいますか、連絡をしてもらうということが表明されましたので、少し安心をい

たしました。 

 それと、先ほども言いますように、上峰町としては出ていかれた後のことがですね、やっ

ぱり気になることはもう何回も言うようでございますが、一番の関心事でもございます。そ

ういうこともありますものですから、先ほど言いましたように、連絡はその都度していただ

くことと同時に、議長にお願いでございますが、防衛省関係の説明をその折々を見て要望を

していただき、議会に対してもきちんとした説明をしてもらうようにお願いをしてもらいた

いということをお願いいたしまして、この項は終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（中山五雄君） 

 その件については、皆さんと議会が終わってから協議をしたいと思います。 

 これで大川議員の一般質問が終わりました。 

 お諮りいたします。一般質問の途中でございますが、ここで休憩したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 異議なしと認めます。したがって、２時40分まで休憩いたします。 

午後２時24分 休憩 

午後２時39分 再開 

○議長（中山五雄君） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。 

○３番（橋本重雄君） 

 皆様、改めましてこんにちは。ただいま議長から一般質問の許可をいただきましたので、

一般質問通告書によりまして質問させていただきたいと思います。 

 今回、私が質問事項を余りにも詳しく書いておりますので、ちょっと長ったらしいかと思

いますけど、済みません、よろしくお願いします。 

 １番目に、健康づくり・体力づくりに温水プールの建設をということで挙げております。 

 ①としまして、地球のオゾン層の破壊により、紫外線が直接人体に入り、健康被害をもた

らしています。特に皮膚がんや白内障が増加していると医学界で言われています。また、膝

の治療には水中歩行が効果があると医者も勧めています。夏休みの期間中、子供たちも直接

紫外線を浴びることなく、一年中環境のよいプールで体力づくりをすることができます。 

 そこで、上峰町にも温水プールを建設したらということで思いましたので、町長のお考え



をお尋ねいたします。 

 ②としまして、建設がどうしても無理だとすれば、みやき町、吉野ヶ里町に使用料を同一

にしてもらうように交渉はできないかどうかということ。 

 ３つ目に、使用料が大体倍とか３倍とかになっておりますので、その差額分を補助金とし

て交付することはできないかということでお尋ねをいたしております。 

 続きまして２番目に、合併についてということで、①ですけれども、これは、ことしの大

分前になりますけれども、鳥栖市商工会の有志の方より鳥栖市長に、鳥栖市・三養基郡の早

期合併の要請書が渡されているのが新聞に掲載されていましたが、それを受けての話し合い

はあっているかどうか、お尋ねいたします。 

 ②としまして、平成の大合併から10年が経過しようとしています。その間、上峰町は財政

再建に取り組んで、節約節約で今日までやってまいりましたが、今後も建物の維持補修や道

路の整備、また、ごみ処理場の建設負担金等支出項目がめじろ押しの状態です。このままで

は財政再建はなかなか難しいと思われます。 

 そこで、この辺で合併の道も真剣に考える時期ではないかと思いましたので、町長の合併

に対する考え方をお尋ねしたいと思います。 

 以上、大きい項目２点、よろしく御回答のほうお願いします。 

○議長（中山五雄君） 

 それでは、大きな１点目、健康づくり・体力づくりに温水プールの建設をと、その中の１

点目、地球のオゾン層の破壊により、紫外線が直接人体に入り、健康被害をもたらしていま

す。特に皮膚がんや白内障が増加していると医学界で言われております。また、膝の治療に

は水中歩行が効果があると医者も勧めています。夏休みの期間中、子供たちも直接紫外線を

浴びることなく、一年中環境のよいプールで体力づくりをすることができます。そこで、上

峰町にも温水プールを建設したらどうかと思うがということで、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 ３番橋本重雄議員の、健康づくり・体力づくりに温水プールの建設をという項の要旨、地

球のオゾン層の破壊により、紫外線が直接人体に入り、健康被害をもたらしています。特に

皮膚がんや白内障が増加していると医学界で言われています。また、膝の治療には水中歩行

が効果があると医者も勧めています。夏休み期間中、子供たちも直接紫外線を浴びることな

く、一年中環境のよいプールで体力づくりをすることができます。そこで、上峰町にも温水

プールを建設したらと思うが、どうかというお尋ねでございます。 

 紫外線の影響を私も調べてみました。紫外線は子供たちを初め、高齢の方に対する影響が

強いということで、調べてみますと、関心は日本でも少しずつ高まっているようでございま

す。オゾン層が破壊され、紫外線増加といった環境問題としての関心だけでなく、紫外線の

浴び過ぎによる健康への影響についても同様にあらわれているようでございます。 



 環境省が策定した紫外線環境保健マニュアルによれば、紫外線の浴び過ぎは、日焼け、し

わ、しみ等の原因となるだけでなく、長年紫外線を浴び続けていると、時には良性、悪性の

腫瘍や白内障等を引き起こすことがあると実際されています。しかし、紫外線は悪い影響ば

かりでなく、病原菌を殺す力があったり、カルシウム代謝に重要な役割を果たすビタミンＤ

を皮膚で合成する手助けもすると書かれております。 

 日本語では日焼けと呼ぶものにも、サンバーンという赤い日焼けとサンタンという黒い日

焼けがあるそうです。サンバーンは紫外線に暴露した数時間後からあらわれる赤い日焼けで、

サンタンは赤い日焼けが消失した数日後にあらわれ、数週間から数カ月間続く黒い日焼けと

いうことで、太陽の光には、実は目に見える可視光線のほかに、目に見えない赤外線と紫外

線が含まれていまして、紫外線とは、その波長によってＡ、Ｂ、Ｃの３つに分けられると。

１つ目がＵＶ－Ａ、２つ目がＵＶ－Ｂ、３つ目がＵＶ－Ｃ。ＵＶ－Ａについては、オゾン層

を飛び越えて届く紫外線であり、ＵＶ－Ｂについては、オゾン層の変化に影響され、届かな

い部分もあるということですけれども、ＵＶ－Ｃについてはオゾン層で遮断される紫外線と

いうことで、現在、オゾン層の破壊により、ＵＶ－Ｂが届きやすくなっているということで、

議員おっしゃるとおりに、非常に医学界でも問題視されているということであろうかと思い

ます。 

 太陽の光の一部である紫外線について、可視光線と同じように、建物や衣類などで大部分

が遮断されるということも書かれていました。また、大気中での散乱も相当に大きいという

ことで、人体に有害と言われているＵＶ－Ｂの紫外線をサングラスやら目を覆うことで遮断

する、反射率を抑制するということが効果的だということでございます。 

 １つ目の衣類、建物の下に体を隠すことで、約80％ぐらいが抑えられるということ、また、

目については、コンクリート、アスファルトからの反射であれば10％抑えられるということ

でありますし、サングラスの着用で90％減少するということで書かれていました。 

 温水プールの建設を御提案でございます。温水プールの近隣市町の状況を見ましても、多

額の費用がかかることは議員も御承知のことと思いますけれども、まずは温水プールの建設

を検討する前に、本町としまして、例えば、プールで授業を受けている生徒についての対応、

先ほど体を覆う衣類でＵＶ－Ｂを抑えることができるということを申しましたが、スクール

用のラッシュガードといいまして、体を覆うスポーツインナーとしても使われている、何と

いいますかね、スポーツウエアですけれども、こうしたものを許可するように、小学校、中

学校に教育委員会を通じて働きかけていただければというふうに考えております。私自身が

現在、教育委員会として、このラッシュガードの着用を認めているかどうか確認をしており

ませんけれども、こうしたものが広く使われているということで聞いておりますので、教育

委員会に求めていきたいと。 

 また、もう１つ、目の暴露を減らすために、ゴーグルの着用を可にしている学校もあると



聞き及びます。よって、ゴーグルの学校での申請をすれば着用ができるような形をあわせて

求めていければと思っております。 

 温水プールについては、その効果を見た上で、教育委員会のほうで検討がなされた場合に、

私どもとして検討していければというふうに考えております。 

○３番（橋本重雄君） 

 ただいま町長のほうから詳しく説明をしていただきました。それで、要するに紫外線が体

に入ると何らかの影響は出てくるというのはわかっているわけですけれども、今は天気予報

の番組の中でも、明くる日の紫外線の量が何程度ありますとか、それで帽子をかぶったり、

サングラスをかけたりして紫外線を防止してくださいというような情報も流されておるわけ

です。 

 それで、今、町長は教育委員会の判断を参考にしたいというような考えでしたけれども、

教育委員会としてはどんなふうな考えか、この点お尋ねいたしたいと思います。 

○教育長（矢動丸壽之君） 

 ３番議員のお尋ねにお答えいたします。 

 紫外線の対策につきましては、既に小学校のほうではそういうふうに着用した授業で実践

をしているところでございましたので、華美にならないようなもので、保護者の判断でそう

いうふうに取り組んでいただければ、より幸いだなと思っております。できたら、そういう

ふうな皮膚の弱い子供さん、児童・生徒さんがおられたときには、そういうふうにして取り

組んでもらうように、小学校、中学校には指導をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○３番（橋本重雄君） 

 そしたら、教育長としてはそういうふうな指導をしていきたいということですが、プール

の必要性はどう感じられますか。 

○教育長（矢動丸壽之君） 

 お答えいたします。 

 これは小学校、中学校、授業の中でしておりますので、プールというものは当然必要だと

考えております。（「温水」と呼ぶ者あり） 

 温水プールにつきましては、今、実際、子供たちは外でしておりますので、私は、そのこ

とについては全く必要とは考えていなくて、そういう着用というふうに考えておりました。 

 以上です。 

○３番（橋本重雄君） 

 一応、今の教育長の話では考えていないというようなお話ですけれども、やはり人体に影

響があるということですので、すぐに建設というのは無理かもしれませんけれども、行く行

くはこういう温水プールを建設するような方向で進んでいただきたいなと思うわけですよ。



隣のみやき町にしても、吉野ヶ里町にしても、ちゃんとあるわけですので、上峰町としても

当然あってもいいかなというふうに私は思いますので、建設については早急とは言いません

けれども、今後、検討していただければというふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

○教育長（矢動丸壽之君） 

 お答えいたします。 

 確かに今、議員が申されますように、将来にわたってはということです。したがいまして、

早速、来年の４月１日からは、そういういろんなものの施設等の協議などするのが総合教育

会議でございますので、そういうもので、まずは教育委員会で話を持ちまして、その案を

もってまた必要だということであれば、教育委員会から首長に総合教育会議の開催を要請し

て持っていって、そういうふうな形で進めさせていただきたいと思います。そういうふうな

のが総合教育会議だと思っておりますので、今後、研究をさせていただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○町長（武廣勇平君） 

 今、教育長さん申されましたように、先ほど私が申しましたスポーツウエアについての着

用とゴーグルの着用を認めているということで、皮膚がんであったり、白内障、つまりは紫

外線の影響を懸念する形での温水プールの建設については考えていないということであると

理解しました。 

 議員おっしゃるように、膝の治療、水中歩行に効果があるとお医者さんも勧めておられる

ということですが、温水プールである必要は、水中歩行についてはないわけですけれども、

さまざまな視点から、今回新たに温水プールというものの建設提案があった、議会議員の橋

本議員からあったということは重く受けとめて、頭に入れておきたいとは思っております。 

 以上です。 

○３番（橋本重雄君） 

 今の町長の答弁を聞きまして、ありがたく、安心したところでございます。 

 じゃ、次に進んでください。 

○議長（中山五雄君） 

 次へ進みます。建設が無理とするならば、みやき町・吉野ヶ里町に使用料を同一にしても

らうように交渉できないか、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 橋本重雄議員の健康づくり・体力づくりに温水プールの建設をということで、建設が無理

とするならば、みやき町・吉野ヶ里町に使用料を同一にしてもらうように交渉できないかと

いうことでのお尋ねでございます。 

 この使用料の平準化といいますか、町内、町外料金設定を各市町しているところでありま

すが、利用者を町境で区分せず、一定の料金のもとに使用料を見直す交渉を、鳥栖・三養基



郡のビジョン検討委員会のもと、部会をつくりまして、見直しをしていただくように協議を

していただいたわけでございます。 

 しかしながら、使用料については、どちらかというと上峰町としては使用料の見直しを求

めた立場でありましたが、みやき町も現在のところ、スポーツ施設については利用率が非常

に高いということもあり、利用料金を同一にして、さらに利用の申し込みが多くなると調整

ができないということで、町内外を同一料金にすることは難しいということで、鳥栖・三養

基郡地域連携事業、文化・スポーツ部の協議事項としてはございました。 

 また同時に、スポーツ施設については、１市３町にこだわらず、個別に検討すべきという

こともあわせてここで──失礼しました。この会議でございません。副市町長会議でなされ

ておりますので、本町といたしましては、吉野ヶ里町に使用料を同一にしてもらうよう交渉

する機会を持つよう働きかけていきたいと考えているところでございます。 

○３番（橋本重雄君） 

 みやき町につきましては、無理というような状態であったようですけれども、吉野ヶ里町

には交渉してみたいということでございますので、今後、交渉をよろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

 次、お願いします。 

○議長（中山五雄君） 

 次へ進みます。使用料の差額分を補助金として交付することはできないかということで、

執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 使用料の差額分について、補助金として交付することはできないかというお尋ねでござい

ます。 

 補助金等を一応試算してみました。現在、みやき町の料金設定が、一般、高校生以上につ

いては、町内150円、町外420円、差額270円になります。小学生、中学生につきましては、

町内100円、町外310円、差額210円になります。幼児と保護者につきましては、町内150円、

町外420円、差額270円ということでございます。 

 みやき町一般の場合を例に置きまして、週２回の通年利用の場合を計算してみますと、町

内150円掛け２回掛け４週の12カ月ということで14,400円、町外については、420円掛け２回

掛けるの４週掛け12カ月分の40,320円、差額25,920円ということで、これが利用者50人の場

合は1,296千円、100人利用になれば2,592千円、150人利用ということになれば3,888千円、

200人利用ということであれば5,184千円ということでございます。 

 現在、他町の決算を見てみますと、歳入が4,000千円、使用料として入ってきていますけ

れども、歳出としては24,000千円上がっておりまして、20,000千円の収支赤字という状況で



ございます。200人の利用者があった場合に5,184千円という予算が必要になることを考える

と、財政が厳しい状況の中で、幾分こう構えをしますけれども、そもそもこの補助を出すこ

とがよいのか、ほかの手だてがあるのかということをちょっと注意深く考えていければとい

うふうに考えています。 

 これも紫外線の影響を受け、温水プールを利用したい方がいらっしゃるということが、子

供たちでそういう気持ちを持って、うちの町民プールよりも温水プールの利用を考えたいと

いう方がどれぐらいいらっしゃるということが前提になっておりますので、その点をしっか

り把握しながら検討していくことになると思います。 

○３番（橋本重雄君） 

 200人の利用者があって、5,184千円の補助金が必要ということで、今、町長から話があっ

たわけですけれども、建設することを考えれば、金額的にはそんなに高いもんじゃないん

じゃなかろうかというふうに考えますけれども、どうしても財政の面で厳しい面もありま

しょうから、そこら辺はよく検討していただいて、今後、補助金が交付できるような形で、

町民の方に健康になっていただくような形で進めてもらいたいなというふうに考えますので。 

 それからまた、子供だけじゃなくて、大人の方たちも結構行っていらっしゃる方がいらっ

しゃいますので、そういう人たちも補助金が出ると回数も多く行けるものですから、なるだ

けそういうふうな差額分の補助を検討を加えていただければというふうに考えて、もう１回、

町長の考え方をお尋ねいたします。 

○町長（武廣勇平君） 

 言葉が足りず、失礼いたしました。この温水プールにつきましては、先ほど吉野ヶ里町と

の同一料金をしてもらうように働きかけていくということを申し上げましたが、その働きか

けを見て、働きかけをした上で同一料金化ができれば、その時点でこの補助金について考え

る必要はなくなるということでございますので、まずは同一料金にしていただくように求め

ていきたいというふうに考えております。 

 先日、その話をさせていただいたわけでありますけれども、そのときは非常に難しい顔を

されておられましたけれども、話をいろんな角度からすれば理解も深まるんではなかろうか

というところも、私もその材料を持っておりますので、ちゃんと話しかけに行く機会をつく

ることをお約束いたします。 

○３番（橋本重雄君） 

 それでは、今、町長がおっしゃったように、吉野ヶ里町との交渉を頑張っていただきたい

というふうに思います。 

 以上、これでこの分は終わりたいと思います。 

○議長（中山五雄君） 

 次へ進みます。大きな２番目、合併について、その中の１つ、鳥栖市商工会の有志より鳥



栖市長に、鳥栖市・三養基郡の早期合併の要請書が渡されているのが新聞に掲載されていま

したが、それを受けての話し合いはあっているのか、執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 橋本重雄議員の合併についての御質問でございます。 

 １つ目、鳥栖市商工会の有志より鳥栖市長に、鳥栖市・三養基郡の早期合併の要請書が渡

されているのが新聞に掲載されていましたが、それを受けての話し合いはあっているのかと

いうことでございます。 

 恐らくおっしゃっておられるのは、平成26年７月に、鳥栖コンベンション・シティ委員会

が第25回目の提言書ということで、７ページ、⑤に鳥栖市と三養基郡の合併を実現するとい

うことで、鳥栖市と三養基郡の合併のためには、かなめである鳥栖市のリーダーシップが必

要です。橋本市長には、各町長との友好を深め、積極的かつ粘り強く合併の必要性を説得し、

早い時期の合併を実現させていただきたいということで要請をされている内容についてのこ

とだと思います。 

 この平成26年７月の提言書を受けての話し合いということではございませんが、先ほど来

申し上げておりますように、鳥栖・三養基地域ビジョン検討委員会以降、各部会での連携事

業の協議をしながら、また現在、あり方検討会ということで、副市長、副町長の立場で１市

３町の将来像を考える場が開かれております。 

 先ほど申し上げました連携事業のほうでも、この平成26年３月に、鳥栖市と三養基郡基山

町、みやき町、上峰町で３月27日、図書館広域利用協定を締結したところでございます。一

昨年、災害時の協定を１市３町連携事業の第１弾ということで結んだわけでございますが、

ことしは第２弾、図書館の広域利用協定というものを結んでいるところでございます。 

 これまで図書館の利用については、鳥栖市と基山町が久留米市、小郡市と取り組む筑後川

流域クロスロード協議会の中で相互利用を実施しておられましたので、みやき町と上峰町ま

で広げた形でのこの協定ということになっております。１市３町の住民の皆様が、全館合計

約40万冊の蔵書が利用可能になるということで、意義深いものだと考えておりますが、これ

らの連携事業の進捗はございます。しかしながら、合併についての話し合いについては、合

併が前提とするあり方検討会というものではないということで、現在、副市長、副町長の間

で将来のあり方をどういうふうに考えるかという協議がなされているものと理解をしている

ところでございます。 

○３番（橋本重雄君） 

 今の町長の説明では、そしたら、首長同士の話し合いというのはあっていないということ

ですかね。 

○町長（武廣勇平君） 

 再度のお尋ねでございますけれども、この鳥栖・三養基ビジョンというものを首長間で最



終的に結び、鳥栖市・三養基郡のビジョンをつくるということで、鳥栖・三養基ビジョンと

いうビジョンを策定いたしました。その後、連携事業を行うこと、また、合併を前提とはし

ませんが、将来のあり方を副市長、副町長の立場で考えるという過程を経て、連携事業が11

事業予定をしたいと考えておりますけれども、連携が進み、他市町に対する親和性が高まる

形をつくりながら合併機運を上げ、最終的にあり方検討会の中でも合併という話題になれば

行っていくという方向で考えていくことを首長間で確認しているところでございます。 

○３番（橋本重雄君） 

 それでは、要するに、あり方検討会等で煮詰めたところで合併するかどうかというのが最

終的には決まっていくというような形で理解していいわけですね。 

○町長（武廣勇平君） 

 将来のあり方について、広域行政がいいのか、定住自立圏構想のもとにまちづくりを考え

ていくことがよいのか、一部事務組合をもっと連携させることから始めるのか、現在、議論

がなされていることと思います。（「次へ進んで」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山五雄君） 

 次へ進みます。平成の大合併から10年が経過しようとしています。その間、上峰町は財政

再建に取り組んで、節約節約で今日までやってきましたが、今後も建物の維持補修や道路の

整備、また、ごみ処理場の建設負担金など支出項目がめじろ押しの状態です。このままでは

財政再建はなかなか難しいと思われます。そこで、この辺で合併の道も真剣に考える時期で

はないかと思うが、合併に対する町長の考えは。執行部の答弁を求めます。 

○町長（武廣勇平君） 

 平成の大合併から10年が経過しようとしているということでございます。議員御指摘のよ

うに、建物の維持補修、これから一時期につくった建物の維持管理、改修等で多額の費用を

要することになると思いますが、平成26年の実質公債費比率が18％を下回る、これが完了す

るときに、ルールをしっかり定め、こうした建物、公共施設の起債についても適債性をしっ

かり確認して、財政負担がなきよう計画的に運営され、まちづくりが持続可能な形を考えて

いきたいと思っております。 

 こうした支出項目があるということと、私は、合併の道を考える理由というのはまた少し

違いますけれども、合併については、私自身の考え方ということを問われたときに、合併に

反対の人はいないのではないかというふうにいつも申し上げております。反対する人は、メ

リットなき、ビジョンなき合併に反対している、もしくは不安を感じているんだというふう

に考えておりますので、以前も申し上げましたけれども、この鳥栖・三養基地域ビジョン検

討委員会に臨む際には、ビジョンづくりを行うということで聞いて入ったところです。 

 確かに連携事業等を行っておりますけれども、ビジョンとは何かといいますと、やはり先

にどういう形でまちづくりがなされていくのか、生活が進められていくのか、そういう将来



に示す絵のことを申し上げるのだと思うがゆえに、このビジョン検討委員会においては、各

市町の境を越えて、１市３町を俯瞰して見て、その役割分担を明確にすることが必要ではな

いかというふうな姿勢で、このビジョン検討委員会にかかわっているところです。 

 それぞれの市町で考え方はさまざまでございますけれども、時間は平成の大合併のように

区切られて期限があるわけではございませんので、しっかりと住民に開かれた場で、過大な

偏りのある要求を市町もしない形で、見える形でこの協議が進んでいくことを望んでいると

ころでございます。 

 その意味で、合併については前向きに考えていきたい。私は勉強会があれば、どんな勉強

会にでも参加していきたいということを、このビジョン検討委員会にかかわる際にも申し上

げましたけれども、以前、議会議員の皆様方からの質問でございましたけれども、神埼市、

吉野ヶ里町ともごみ処理施設の建設等を考える際において、広域ブロック単位での処理がコ

スト縮減、また、建設費の負担割合を低減させる意味でも必要性を感じておりまして、現在、

連携をするべく協議を行っていく準備にかかっております。 

 こうした取り組みをもとに、町民が求められる３万人程度のまちを目指して考えていく必

要があるんであろうというふうに現在のところは考えております。 

○３番（橋本重雄君） 

 今、町長さんのほうからお話がありましたように、合併は前向きで検討していくというこ

とはお聞きしましたが、平成の大合併のときに、上峰町は三田川、東脊振と合併の話があっ

ていたわけですけれども、最終的にはできなかったわけですね。それで、合併した町村と合

併しなかった町村の差というのが、今、結構出てきているんじゃないかなというふうに思う

わけですよ。 

 それで、最近の情報によりますと、合併特例もまた５カ年ぐらいは延長するような情報が

載っていたようですけれども、そういうことも考えますと、こんなに財政的に苦しい時代を

少しでも早目に解消するためにも、よそのまちの力もかりる必要があるんじゃないかなと私

は感じましたので、今回、この合併の質問をしているところですけれども、短兵急に合併と

いうわけにはいきませんので、今後、いろいろな方法を考えながら、関係市町と協議をしな

がら、合併が──合併がというか、要するに上峰町が繁栄していくような形で進むような方

法で政治を進めていただきたいなというふうに思います。 

 町長は今後、前向きで検討するということでございますので、しっかり頑張っていただき

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（中山五雄君） 

 これで橋本議員の一般質問が終わりました。 

 お諮りいたします。 



 一般質問の途中でございますが、本日の会議はこの程度にとどめ、本日はこれをもって散

会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

 これをもって散会いたします。本日は大変お疲れさまでした。どうもありがとうございま

した。 

午後３時24分 散会 

 


